
特集/行政監察結果に基づく労災保険改善勧告

職業病の労災保険給付事
労働者災害補償保険事業の運営に関す 

平成5年6月総務庁

総務庁は6月に「労働者災害補僂保険事業の運営に関する行政監察結果報告書」及び同結果に基づ 

く「勧告」を発表した。この行政監察は、昨年1〜3月に、労働省、労働福祉事業団、都道府県、関 

係団体等を対象に実施されたもの。長文だが、「勧告」の全文を紹介する。

労災保険については、「労働福祉事業等を中心として」84年4月にも行政監察結果と勧告がまとめ 

られている。このときの内容は、「1 労働福祉事業の整理合理化」一①事務•事業の見直し、②事 

務.事業の運営の改善、「2保険財政及び実施体制の見直し」一①労働福祉事業規模の適正化、② 

労務费率等の見直し、③労働基準監督署の再編成、④都道府県労働_局、労働基準監督署の職員 

配置の適正化、⑤社会復帰指導官等の運用の改善、「3保険料徴収事務等の適正化」一①徴収事務 

の改善、②給付事務の改善一となっている。

これをみると、労災病院、健康診断センター等(1一①)、今回も再び指摘されているという事項 

も多い。労働省は、勧告に対して解答を行わなければならず、その後の改善措置状況もチエックさ 

れることになる。また、労災保険審議会が労災保険基本問題懇談会を設置して、労災保険制度の見 

直し作業に着手したところでもあり、総務庁の勧告で指摘された内容も含めて労災保険制 

度のあり方をめぐる議論をまきおこすことを呼びかけたい。

労働者災害補償保険事業(以下「労災保険事業」 

という。)は、労働者災害補償保険法(昭和22年法 

律第50号)に基づき、業務上の事由又は通勤による 

労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速 

かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行 

い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、当 

該労働者及びその遺族の援護並びに適正な労働条 

件の確保等のための労働福祉事業を実施すること 

により、労働者の福祉の増進に寄与することを目 

的としている。

国は、昭和22年の労働者災害補償保険(以下「労 

災保険法」という。)の制度の発足以後、逐次その 

見直しを進め、適用事業の拡大、給付水準の引上 

げ等を行うとともに、労働福祉事業団による労災 

病院(39病院)、健康診断センター(8センター)、労 

災リハビリテーシヨン作業所(8所)等の施設の設 

置•運営を中心とする労働福祉事業の充実を図っ 

てきている。

この結果、労災保険に加入している適用事業数 

は、平成3年度末現在で約249万事業(適用労働者数
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務の迅速化などを勧告
る行政監察結果に基づく勧告

4.447万人)となっており、また、労災保険料等の 

収入額は、平成3年度に約1兆7,800億円(保険料収 

入1兆6.400億円、その他の収入1.400億円)に及び、 

これを財源として行われた保険給付の額は7,707 
億円、労働福祉事業の額は2.940億円となってい 

る。

しかし、近年、労働災害発生件数の減少により、 

労災保険の新規受給者数は昭和60年度の約90万人 

から平成3年度の約76万人へと減少傾向にあり、 

また、産業構造や就業形態の変化等労災保険事業 

を取り巻く環境が変化してきている。このような 

状況の下で、①労災保険の適用については、労災 

保険に当然加入すべきでありながら加入手続をと 

っていない未手続事業が多数あり、これに対する 

加入促進対策が必ずしも十分でないことなどから 

未手続事業の解消が進んでおらず、その解消を図 

ることが重要となっており、また、②保険給付に 

ついては、事務処理の迅速•適正化等を図ること 

が必要となっている。さらに、③労働福祉事業団 

が中心となって実施している労働福祉事業につ 

いても、労災病院の患者全体に占める労災患者の 

比率が低下してきているなど、労災病院の設置. 

運営の在り方等の見直しが必要となってきてい 

る。

この監察は、このような状況を踏まえ、労災保 

険事業の効果的•効率的な実施を図る観点から、 

その運営の実態を調査し、関係行政の改善に資す 

ることを目的として実施したものである。
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1適用徴收業務の実施状況

(1)未手続事業の解消

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という) 

は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。 

以下「労災保険法」という。)第3条等の規定に基 

づき、国家公務員、地方公務員(現業の非常勤職員 

を除く。)及び船員保険の被保険者並びに暫定任意 

適用事業(農林水産の事業のうち5人未満の労働者 

を使用する個人経営の事業)を除き、労働者を1人 

以上使用する全ての事業に適用することとされて 

いる。また、その保険関係は、労働保険の保険料 

の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号。以下 

「徴収法」という。)第3条の規定により、その事業 

が開始された日に成立することとなっている。こ 

のため、事業主は、徴収法第4条の2第1項の規定に 

基づき、その保険関係が成立した日から10日以内 

に、保険関係の成立した日、菊璞主の氏名又は名 

称及び住所、事業の種類等の事項を保険関係成立 

届により所轄の労働基準監督署(以下「監督署」と 

いう。)に提出して、労災保険に加入しなければな 

らないこととされている。

労災保険の適用事業の変遷についてみると、労 

災保険法の制定時には、常時5人以士の労働者を使 

用する製造業等一定の事業が強制適用事業、これ 

以外のものが任意適用事業とされていた。その 

後、順次強制適用事業の範囲が拡大され、昭和47 
年4月からは、常時5人未満の労働者を使用する商 

業、サービス業などの事業を除く全ての事業が強 

制適用とされ、さらに昭和50年4月からは一部の農 

林水産の事業を除き全面適用とされ、今日に至っ 

ている。

こうした中で、労災保険に当然加入すべき事業 

でありながらこれに加入していないいわゆる未手 

続事業が存在するが、そこで生じた労働災害につ 

いても、労働者保護の関点から保険給付が行われ 

ており、加入している事業主等の負担の公平性を 

確保する観点からも、未手続事業の加入促進によ 

りその解消を図ることが重要となっている。

今回、未手続事業の解消のための労災保険法の 

運用状況及び都道府県労働基準局(以下「基準局」 

という。)、監督署等の加入促進対策の実施状況を 

調査した結果、次のような問題が認められた。

① 労災保険料の適用事業については、上記の強 

制適用事業の範囲の拡大等に伴い、多数の未手 

続事業が発生しており、その数について労働省 

は、平成3年度末現在において労災保険に加入し 

ている事業数が約249万であるのに対し、総務庁 

の事業所統計調査結果からみてなお100万を超 

える未手続事業があるものと推定しており、既 

存の未手続事業の加入が進む一方で新たな未手 

続事業が発生するため、全体としてみると未手 

続事業の解消は進んでいない。なお、そのほと 

んどは30人未満の小規模•零細な事業であり、 

業種別に見ると、卸売•小売業、サービス業等 

が中心となっている。

未手続事業を解消するための労災保険法の規 

定をみると暫定任意適用事業を除く全ての事業 

が強制加入とされる中で、保険関係成立届を提 

出しない事業主に対しては、労災保険法第25条 

第1項第1号の規定により、故意又は重大な過失 

により保険関係成立届の提出を怠っていた場合 

に政府が保険給付を行ったときは、当該事業主 

から保険給付に要した費用の全部又は一部を徴 

収することができるとされている。したがって、 

故意又は重大な過失の認定がこの制度運用の重 

要なポイントとなるが、これについて労働省で 

は、「労働者災客補僂保険法及び労働保険料の徴 

収等に関する法律の一部を改正する法律の施行 

(第2次分)等について」(昭和62年3月30日付け労 

働省発労敏第23号、同日付け基発第174号労働大 

臣官房長•労働基準局畏連名通逮)により、労基 

局において、未手統事業主に対する加入勧奨を
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行った経過の記録等からみて、要件に適合する 

場合に認定を行った上、費用徴収(運用上保険給 

付に要した費用の40パーセント)を行うことと 

している。

ところが、後述のとおり労基局、監督署にお 

ける未手続事業主に対する加入勧奨は低調であ 

る上に、加入勧奨を行った記録も不十分である 

ことや労基局が都道府県及び労働保険事務組 

合連合会(都道府県単位の労働保険事務組合の 

団体)に対し加入勧奨の有無の照会を十分行っ 

ていないことなどから、調査対象とした19労基 

局においては、昭和63年から平成2年度までの間 

に費用徴収を行うべき事態が発生していなが 

ら、费用徴収実績がない(12局)か、又は年間2、 

3件程度と少ない(7局)かのいずれかとなってい 

る〇

また、事業主からの费用徴収の対象期間につ 

いては、法律上は期間が限定されていないが、 

上記通達において、未加入について故意又は重 

大な過失があったと認定された場合であって、 

かつ、未手続事業において災害の発生した日か 

ら保険関係成立届の提出があった日の前日まで 

の保険給付に要した費用(3年分を限度)が徴収 

対象とされ、事業主が加入手続をとった日以降 

の保険給付に要した费用が徴収の対象から除外 

されている。このため、災害発生に伴う保険給 

付の請求と前後して保険関係成立届が提出され 

た場合には事業主からの費用徴収をほとんど行 

わない運用となっており、多くの未手続事業の 

事業主は災害発生を契機に同届を提出すること 

から、未手続事業に対するペナルティーとして 

の効果が十分発揮されていない状況となってい 

る。

以上のようなことから、平成3年度における未 

手続事業の事業主からの费用徴収の実績は、全 

国で25件、約355万円となっており、また、調査 

対象とした19労基局でも、未手続事業において

発生した平成2年度の災害約600に対し、15件 

(2.5パーセント)、約159万円となっている。

② 調査対象とした19労基局、38監督署における 

未手続事業主に対する加入促進対策の実施状況 

をみると、次のとおり、効果的、積極的に実施 

されていないところがある。

i労働省は、毎年度、労働大臣官房長通達、例 

えば、平成3年度においては「平成3年度におけ 

る労働保険の適用徴収業務の運営について」(平 

成3年3月15日付け労働省発徴第18号)により、各 

労基局、都道府県に対し未手続事業の実態把握 

と加入勧奨の効果的実施により未手続事業の解 

消に積極的に取り組むよう指導している。

19労基局、38監督署においては、毎年10月の 

「労働保険適用促進月間」を中心として、広報資 

料の作成•配布、マスコミや事業者団体を通じ 

た広報活動などにより労働保険(労災保険及び 

雇用保険)の制度の周知を図っている。

しかし、未手続事業の把握状況等を見ると、 

i )未手続事業を把握していないところ(7局)、 

i i)未手続事業を把握する際に都道府県、事業者 

団体との連携を図っていないところ(6局)Jii) 
加入勧奨を行う上で基本となる未手続事業場名 

簿及び適用促進計画を作成していないところ(6 
局)、があるなど、未手続事業の把握等が不十分 

となっている。

また、未手続事業主に対する加入勧奨の実施 

状況をみると、ほとんどの労基局では、把握し 

た未手続事業の情報を労働保険事務組合(以下 

「事務組合」という。)に提供しているが、労基 

局の中には、i )はがき等により労災保険への加 

入の有無の照会等を行いながら、これに対して 

回答がないもの等について何らの措置も講じて 

いないところや、ii)自らは未手続事業主に対す 

る加入勧奨を実施していないところもある。こ 

のため、労基局、監督署では、加入勧奨経過の 

記録もほとんど行っておらず、個別の事業主に
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対する加入勧奨については専ら事務組合に依存 

している。

ii労働省は、昭和62年度から社団法人全国労働 

保険事務組合団体連合会(以下「全保連」とい 

う〇 )に対する労働保険適用促進業務の委託事業 

(平成3年度の委託費約6億円)を実施している。 

この事業は、労働保険の加入促進業務を積極的 

に推進し、未手続事業の解消を図ること等を目 

的とし、全保連及び各事務組合による個別の事 

業主に対する加入勧奨の実施、労働保険事務組 

合連合会に配置した労働保険適用促進員による 

加入勧奨の実施、事務組合に対する研修の実施 

等を内容とするものである。

この委託事業の実施状況をみると、事務組合 

全体で年間約5万事業を加入させているが、適用 

事業の出入りも多く、平成3年度には年間の新規 

加入が30万事業ある反面、消滅が約23万事業あ 

り、依然として100万を超える未手続事業の解消 

が進まない状況にある。

したがって、労働省は、未手続事業の解消を図 

り、労災保険制度の健全な運営と事業主間の費用 

負担の公平性を確保する観点から、次の措置を講 

ずる必要がある。

① 労基局、監督署、都道府県及び事務組合等に 

おける未手続事業主に対する加入促進対策につ 

いては、相互の緊密な連携を図りつつ未手続事 

業の一層の把握に努め、重点的•効果的な加入 

勧奨を実施し、加入勧奨した記録の整理•保管 

を励行すること。

② 未手続事業の災害発生に係る保険給付に伴う 

事業主からの费用徴収については、労基局から 

都道府県及び労働保険事務組合連合会に対する 

カロ入促進の有無の照会を徹底するとともに、未 

手続事業の事業主が保険関係成立届を提出する 

ことにより费用徴収の対象から除外されること 

とならないよう、费用徴収の対象期間を見直す 

こと。

(2 )保険料徴収の適正化等

アメリット制適用範囲の拡大

労災保険の保険料(以下「労災保険料」という), 

は、事業主間の負担の公平性を確保するため、徴 

収法第11条及び第12条において、労働者に支払っ 

た賃金総額に事業の種類ごとに過去の災害率等に 

応じて定められた労災保険率(53業種にっいて 

1.000分の6から1.000分の149までの36等級に区 

分、いずれの業種についてもこのうち1.000分の1 
は通勤災害に係る率)を乗じて算定することとさ 

れている。しかし、業務上の災害については、労 

災保険率が同一の事業であっても作業工程、機械 

設備又は作業環境の良否、災害防止努力の如何等 

によって個々の事業の災害率が異なってくる。こ 

のため、事業主間の災害防止努力をより一曆促進 

する趣旨から、メリット収支率(個別事業ごとの過 

去3か年間の労災保険料に対する保険給付額の割 

合)を基に事業の種類ごとに定められた労災保険 

率から通勤災害に係る率を減じた率を5パーセン 

卜から40パーセントまでの範囲で増減させる、い 

わゆるメリット制が導入されている。

今回、有期事業(建設業等事業期間が予定されて 

いる事業)を除く一般の継続事業(加入事業全体の 

約73パーセント)についてメリット制の適用状況 

を調査した結果、次のような問題が認められた。

①メリット制の適用対象事業の範囲は、徴収法 

及び労働保険の徴収に関する法律施行規則(昭 

和47年労働省令第8号)において、毎年度3月末現 

在で労災保険の保険関係が成立後3年以上経過 

している事業であって、過去の連続する3保険年 

度の各年度において、i)100人以上の労働者を 

使用する事業、又は、ii)20人以上100人未満の 

労働者を使用する事業であって、災害度係数(労 

働者数x(労災保険率-通勛災苦に係る率))が

0.4以上であるもののいずれかの要件に該当す 

るものとされている •

6安全tzンター情報93年10月号

メリット制については、その制度の趣旨から 

みて、適用対象事業を拡大することが望ましく、 

これまでの適用対象事業の範囲の変遷をみて 

も、昭和22年の労災保険法の施行時に300人以上 

の労働者を使用する事業から始まり、昭和26年 

に100人以上の労働者を使用する事業に拡大さ 

れ、さらに昭和49年には100人未満の事業にも拡 

大されたが、その際、ある程度以上の事業規模 

とするため、30人以上の労働者を使用する事業 

であって災害度係数が〇. 5以上の事業とされ、そ 

の後昭和61年に現在の形に改正されており、適 

用対象事業は一貢して拡大されてきている。

しかし、労災保険の加入事業の約90パーセン 

卜は労働者数30人未満の小規模事業となってお 

り、また、労働者数100人未満の事業において災 

害度係数〇. 4以上の要件を満たすためには、例え 

ば、労災保険率から通勤災害に係る率を除いた 

率が1.000分の5と最低である「その他の各種事 

業(卸•小売業、サービス業等)」にあっては労 

働者数が80人以上の事業でなければならず、ま 

た、この率が1,000分の10の「機械器具製造業」 

にあっては労働者数が40人以上の事業でなけれ 

ばならないこととなる。

このため、メリット制の適用事業数は、例年 

労災保険の加入事業の7パーセント前後(平成3 
年度のメリット制の適用事業は19万3.907事業 

で労災保険の加入事業の7.8パーセント)で推移 

しており、労災保険の加入事業の大半を占める 

小規模事業のほとんどはメリット制の適用から 

除外され、個々の事業の災害防止努力が労災保 

険料に反映されず、また、災害が発生して保険 

給付を受けている労働者がいる事業の労災保険 

料も増額されない状況となっている。

② 労働省は、災害発生により労災保険料が増額 

された場合の事業主の負担能力、災害の発生頻 

度等の面から、メリット制の適用対象事業範囲 

を拡大するには一定の限界があるとしている

が、20人以上100人未満の労働者を使用する事業 

の一部について既に災害度係数の導入により適 

用されていることからも、なお検討の余地があ 

るものとみられる。

なお、当庁が調査対象とした事業者団体の中 

には、一部の鉄工業組合、板金業組合など、常 

用労働者数が少ないためメリット制の対象とな 

らず不公平であるとして、その適用範囲の拡大 

を要望しているところがある。

したがって、労働省は、事業主間の労災保険料 

負担の実質的な公平性を確保するとともに、事業 

主の災害防止努力を一層促進する観点から、メリ 

ット制の適用対象事業を拡大する方向で検討する 

必要がある。

イ労働保険料算定基礎調査の実施事業数の拡大 

労災保険料は、事業主の自主申告•自主納付が 

原則であり、事業主は、毎年4月1日から5月15日ま 

での間に当概年度分の概算保険料の申告•納付と 

前年度分の確定保険料(概算保険料の清算•確定 

額)の申告•納付を行うことになっている。この手 

続は、雇用保険の保険料に係る申告•納付と併せ 

て行われており、「労働保険の年度更新」といわれ 

ている。

労基局、監督署及び都道府県では、徴収法第43 
条の規定に基づき、労働保険の適用事業又は事務 

組合に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳 

簿書類の検査を行い、労働保険料の額を確認する 

ことにより、その適正な徴収を図るとともに、労 

災保険料の負担の公平性を期し、併せて徴収法を 

円滑に実施することを目的として、労働保険料算 

定基礎調査(以下「算調」という。)を実施してい 

る。算調の対象となる適用事業及び事務組合は、 

労災保険率の改正があった業種に属するものや労 

災保険率の適用に疑義があるもの、保険料の徴収 

過大に伴う高額の還付又は次年度の概算保険料へ 

の充当があるもの、労働者1人当たりの賃金総額が
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特集/行政監察結果に基づく労災保険改善勧告

著しく高いか又は低いもの等である。労基局及び 

監督署は、労災保険と雇用保険の一元適用事業(労 

災保険の保険関係と雇用保険の保険関係の双方を 

一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険 

料の算定、納付等を両保険につき一元的に処理す 

る事業)のうち労働保険の事務処理を事務組合へ 

委託していない事業及び二元的適用事業(労災保 

険の保険関係と雇用保険の保険関係を別個の二つ 

の事業として取り扱い、保険料の算定、納付等を 

二元的に処理する事業)のうち労災保険のみの適 

用事業の算調を担当し、それ以外の適用事業の算 

調は都道府県(雇用保険課)が担当しており、共に 

毎年度おおむね9月から翌年2月にかけて行われて 

いる〇

今回、労基局、監督署及び都道府県における算 

調の実施状況について調査した結果、次のような 

問題が認められた。

① 平成3年度には全国で9万137事業に対して算 

調が実施されたが、そこで発見された申告•納 

付保険料についての過不足状況をみると、過少 

申告-納付が2万8.087事業、約40億6.489万円、 

過大申告.納付が1万1.722約20億7.107万 

円となっており、算調実施事業数の44.2パーセ 

ントに当たる3万9,800事業において過不足が認 

められている。しかし、算調の実施率(加入事業 

数に対する算調実施事業数の割合)をみると、労 

災保険の全加入事業の3.6パーセント(労基局 

3.0パーセント、都道府県5.1バーセント)にすぎ 

ないものとなっており、申告•納付保険料の過 

不足は全体では相当な額に上るものとみられる 

ものの、その把握は極めて限られている状況が 

認められる。また、最近における算調実施事業 

数の推移(全国ベース)をみると平成元年度以 

降、都道府県は増加傾向にあるのに対し、労基 

局及び監督署は減少傾向にある。

② 調査対象とした19労基局ごとの算調の実施率 

(平成2年度)をみると、6パーセント以上のもの

が4労基局、3パーセント未満のものが4労基局あ 

り、また、算調従事職員1人当たりの年間算調実 

施事業数をみると、4事業から28事業となってお 

り、労基局間に大きな格差がある。

したがって、労働省は、労働保険料の適正な徴 

収と負担の公平｛匕を確保する観点から、算調の実 

施が低調な労基局及び監督署における算調の実施 

事業数の拡大を図る必要がある。

2保険給付の実施状況 

(1)保険給付の事務処理の迅速化

労災保険は、業務上の事由又は通勤による労働 

者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かっ 

公正な保護を図ることを目的としており(労災保 

険法第1条)、業務災害として保険給付の請求があ 

った場合、所轄の監督署は、労働者の業務上の事 

由による災害か否か(以下「業務上外」という。) 

について迅速•適正に審査した上、支給又は不支 

給の決定をすることになっている。

保険給付の請求があった事案のうち、疾病につ 

いては、負傷に比べて業務との因果関係(業務起因 

性)の判断が困難である場合が少なくないため、労 

働省は、労基局•監督署において、疾病の発生状 

況、原因等についての実地調査を実施するととも 

に、医学的な検討が必要な場合には、医師の診断 

書、意見耆等の医証を整備するなどして、的確な 

調査検討を行うこととしている。

また、実地調査結果や関係資料等によっても業 

務上外の判断が困難な事案等については、「業務上 

疾病の認定事務手引き」(平成3年3月19日付け基発 

第157号労働基準局長通連)等において、監督署は 

労基局に、労基局は労働本省にその判断を仰ぐこ 

と(以下「りん伺」という。)とされている。

今回、保険給付に係る事務処理状況について労 

働本省、19労基局及び38監督署を調査した結果、 

次のような問題が認められた。
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① 業務災害として保険給付の請求があった事案 

のうち、負傷に係るものについては迅速に処理 

されているが、疾病に係る事案については、22 
監督署が昭和63年から平成3年12月末までに処 

理したもののうち225件についてみると、保険給 

付の請求から業務上外の決定までに平均7か月 

を要しており、1年以上を要しているものも40件 

(17.8パーセント)ある。これらの中には、監督 

署における実地調査や医証の依頼が遅延してい 

るとみられるものなどがある。

② 昭和63年から平成3年度までに労基局にりん 

伺された事案23件についてみると、平均して、 

保険給付の請求からりん伺までに8か月、りん伺 

からその回答までに3か月かかり、結果的に保険 

給付の請求から決定までに11か月を要してい 

る。これらのりん伺事案の中には、業務上外の 

判断が困難な脳血管疾患に関する事例で、保険 

給付の請求からりん伺までに2年4か月、りん伺 

からその回答までに7か月かかり、保険給付の請 

求から業務上外の決定までに3年近く要したも 

のがある。

また、平成元年度から平成3年度までに労働本 

省までにりん伺された事案6件についてみると、 

平均して、保険給付の請求から本省へのりん伺 

までに1年2か月、りん伺からその回答までに1年 

を要している。

したがって、労働省は、被災労働者の保護を図 

る観点から、疾病に係る保険給付の事務処理につ 

いて、業務上外の判断に必要な実地調査及び医証 

等関係資料の収集を迅速に行うとともに、りん伺 

事案の処理期間の短縮に努める必要がある。

(2)保険給付事務の改善

ア労働者又は事業主の故意又は重過失により生 

じた事故に係る支給制限及び費用徴收の適正化 

労働者が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失

により負傷、疾病、障害等を生じさせ、又はその 

原因となった事故を生じさせたときは、政府は、 

労災保険法第12条の2の2第2項の規定に基づき、保 

険給付の全部又は一部を行わないことができるこ 

ととされている。この支給制限の取り扱いについ 

て、労働省は、労災保険給付事務取扱手引等によ 

り、監督署において、「事故発生の直接の原因とな 

った行為が法令(労働基準法、鉱山保安法、道路交 

通法等)上の危害防止に関する規定で罰則の附さ 

れているものに違反するものと認められる場合」 

に、保険給付の都度、所定給付額の30パーセント 

を支給制限することとしている。

また、事業主が故意又は重大な過失により生じ 

させた業務災害の原因である事故については、政 

府は、労災保険法第25条第1項第3号の規定に基づ 

き、当該事業主から保険給付に要した费用の全部 

又は一部を徴収することができることとされてい 

る。

労働省では、「労災保険法第25条(事業主からの 

费用徴収)の規定の取扱いについて」(昭和47年9月 

30日付け基発第643号労働基準局長通達)により、 

事業主が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等 

の法令の危害防止のための規定に明白に違反し、 

又は監督行政庁から具体的措置について指示を受 

けたが、その措置を講ずることを怠っていたため 

に事故を発生させたと認められる場合には、労基 

局において、療養補償給付を除く保険給付に要し 

た费用の30パーセント相当額を当該事業主から徴 

収することとしている。

今回、保険給付についての支給制限及び事業主 

からの费用徴収の実施状況について調査した結 

果、次のような問題が認められた。

① 調査対象とした38監督署における保険給付に 

ついての支給制限の運用の実態をみると、支給 

制限はほとんど道路交通法(昭和35年法律第105 
号)に違反した場合に行われているが、信号無視 

や中央線オーバーの交通違反による負傷につい
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て支給制限すべきか否かの調査•検討が十分に 

行われていないものがある。

② 調査対象とした19労基局における事業主から 

の费用徴収の実施状況をみると、結果として费 

用徴収の対象とする事故を書類送検したものや 

書類送検の結果起訴されたものに限定している 

労基局がみられる。

したがって、労働省は、労働者又は事業主の故 

意又は重過失により生じた事故に係る保険給付に 

ついての支給制限及び事業主からの黄用徴収につ 

いては、その適正な実施を図る観点から、当該事 

故の状況等を十分把握し、厳正に行う必要がある。

イ第三者行為災害における損害賠償金

に係る債権管理の適正化

保険給付の原因である事故が第三者の行為によ 

って発生した場合(以下「第三者行為災害」とい 

う。)、被災労働者等は、労災保険に対して保険給 

付請求権を取得するとともに、第三者に対しても 

不法行為による民事上の損害賠償請求権を取得す 

ることとなるが、同一の事由について重複して損 

害がてん補されることとなれば、実際の損害額以 

上の支払を受けることとなり、不合理な結果を招 

くこととなる。このため、第三者行為災害につい 

ては、労災保険法第12条の4において、i )政府は、 

第三者行為災害について保険給付を行ったとき 

は、その給付価額の限度で、受給者が第三者に対 

して有する損害賠償請求権を取得し、反対に、ii) 
受給者が先に第三者から同一の事由について損害 

賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で 

保険給付を行わないこととして、保険給付と損害 

賠償との調整を図ることとされている。

i )は、_が保険給付と引換えに受給者が第三 

者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、 

第三者に求償する場合であり、この求償権は、民 

法(明治29年法律第89号)第742条の規定に基づき 

災害発生日から3年以内に行使しなければ時効に 

より消滅し、さらに、行使後3年以内に時効中断の 

措置を講じなければ消滅するものとされている。 

このため、都道府県労働基準局長(歳入徴収官)は、 

国の債権の管理等に関する法律(昭和31年法律第 

114号)の規定に基づき、求償権を取得した場合は 

遅滞なく第三者に納入の告知を行い、求償した債 

権(以下「求償債権」という。)を適正に管理しな 

ければならないこととされている。

今回17労基局における第三者行為災害に係る求 

償債権の管理状況等について調査した結果、次の 

ような問題が認められた。

① 求償債権の未収納額は、平成3年12月末現在、 

17労基局で約59億4.200万円に達しており、この 

うち8労基局では増加傾向にある。また、求償債 

権の未収納額が年度別に分かる3労基局につい 

てみると、昭和60年度以前からの長期未収納債 

権額が、それぞれ約9億54万円(平成3年12月末現 

在の未収納額全体の39.8パーセント)、1億325万 

円(同55.7パーセント)及び7.386万円(平成3年 

度当初の未収納額全体の16.4パーセント)とな 

っている。

② 納入告知した求償額が履行期限までに納入さ 

れない場合、労基局は、適宜督促等を行って徴 

収する必要があるが、2年以上督促を実施してい 

ないなど、債権管理が不十分な事例がある。

③ 求償債権について、債務者の所在不明等によ 

り消滅時効が完成した場合等やむを得ない場合 

には、歳入徴収宫事務規定(昭和27年大蔵省令第 

141号)第27条の規定に基づき、都道府県労働基 

準局長は、当該債権が消滅したものとみなして 

不納欠損処分とすることができることとされて 

いるが、不納欠損処分とされた債権121件の中に 

は、債務承認又は債務の一部弁済による適切な 

時効中断措置が講じられることなく不納欠損処 

分とされている事例が42件ある。

したがって、労働省は、第三者行為災害に係る 

求償債権を適正に管理する観点から、適時的確な 
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納入督促等により債務の履行を求めるとともに、 

なおかつ履行されない場合は、当該債権に係る消

滅時効の適切な中断措置を講ずる必要がある。

3労働福祉事業の実施状況

(1)労働福祉事業団が設置する 

施設の見直し等 

ア労災病院の設置の見直し

労災病院は、主として被災労働者に対して診療、 

医療リハビリテーション等を行う施設であり、平 

成4年3月末現在、全国に39病院(吉備高原医療リハ 

ビリテーションセンター及び総合せき損センター 

を含む。)が労働福祉事業団(以下「事業団」とい 

う。)により設置•運営されている。

今回、労災病院について、被災労働者に対する 

十分な医療サービスの提供を行いつつ、社会情勢 

の変化に対応し、効率的な事業運営を確保する観 

点から、その設置•運営について調査した結果、 

次のような問題が認められた。

①労災病院は、石炭産業等を中心に労働災害が 

多発していた昭和20年代から30年代にかけて集 

中的に設置されているが、その後今日まで、我 

が国の経済、社会は目覚ましい発展を遂げてお 

り、労災病院を取り巻く環境も、労働災害の減 

少や医療の供給体制の充実に伴い、昭和20年代、 

30年代とは大きく変化してきている。

これを労働災害の発生状況の推移でみると、 

死傷者数は、昭和40年に40万8.000人(休業8日以 

上)であったものが、労働環境の変化、企業の労 

働災害防止努力の成果等から、昭和50年には32 
万2.000人(休業4日以上。以下同じ。)、昭和60 
年には25万7.000人、平成3年には20万1.000人と 

この27年間に半分以下に減少している。一方、 

被災労働者に対して治療等を行うため都道府県 

労働基準局長が指定する病院•診療所である労 

災指定医療機関は、昭和40年の1万3.805施設か

ら平成3年にはその約1.8倍の2万4.426施設へと 

増加している。

このようなことから、労災病院における延べ 

患者数は、入院•外来ともに增加しているもの 

の、全労災病院の患者数に占める労災患者の割 

合(以下「労災患者比率」という。)は、入院に 

ついては昭和40年度に37.3パーセントであった 

ものが、平成3年度には8.5パーセントへと、ま 

た、外来についても昭和40年度の12.3パーセン 

卜から平成3年度には4.7パーセントへと低下し 

ている。

② 被災労働者が減少する中で、労災病院の施 

設、設備及び診療体制は、被災労働者に対する 

最新かつ髙度の医療の提供、病院機能の総合化、 

勤労者医療への幅広い対応などのため、診療科 

の増設、増床などにより拡充されてきている。 

このため、労災保険料の収入を原資とする労働 

保険特別会計(労災勘定)から出資金が支出され 

ている(平成元年度約232億円、同2年度約269億 

円、同3年度約173億円)が、近年の労災病院の運 

営収支をみると、黒字幅が減少し、平成2年度に 

約22億円、3年度に約30億円の赤字を計上してい 

る〇

③ 以上のような状況下で、昭和60年度以降に設 

置された2病院の運営状況をみると、次のとおり 

必ずしも十分に機能していない状況がみられ 

る〇

i吉備高原医療リハビリテーションセンター 

(昭和62年4月に岡山県上房郡賀陽町に新設)は、 

主に中国、四国地区のせき髄損傷、四肢切断等 

の被災労働者を対象とする広域的な医療リハビ 

リテーション施設として設置されているが、i) 
病床利用率が平成3年度において66.7パーセン 

卜と昭和62年度(開設時)の60.0パーセントから 

あまり伸びていない、ii)労災患者比率も平成3 
年度において入院で9.1パーセント、外来で2.1 
パーセントと低い、iii)労災義肢、補装具につ
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いての巡回相談等を通じて中国、四国地区から 

の患者の確保に努めているが、入院患者(平成2 
年度)の92.4バーセントが岡山県内の患者で占 

められている状況となっている。

ii横浜労災病院(平成3年6月に横浜市に新設) 

は、既設の関東労災病院から8キロメートルの距 

離に位置しており、平成3年度の労災患者比率 

は、開院直後ではあるものの、入院で2.5パーセ 

ント、外来で1.8パーセントと39労災病院の中で 

最も低くなっている。

④労災病院は、その設置の経綠から産炭地域を 

中心に同一都道府県内に複数設置されているも 

のが、7都道府県において18病院あり、中には、 

同一市内や都道府県の地域医療計画に定める同 

一の2次医療圏内に位置するものがあるが、これ 

まで既存の労災病院の配置についての見直しは 

行われていない。

しかし、その設置当初と今日では社会経済情 

勢や労災医療の受給関係等が大きく変化してお 

り、当該地域の実情からみて、既存の労災病院 

の配置については見直しを行う余地があると認 

められる。

したがって、労働省は、労災病院を取り巻く環 

境の変化に対応し、その効率的な運営を図る観点 

から、次の改善措置を講ずる必要がある。

① 労災病院(医療リハビリテーシヨンセンタ— 

を含む。)の新設は厳に抑制すること。

② 同一都道府県内に複数設置されている労災病 

院については、当該地域における労災医療の受 

給関係等を勘案しつつ、その配置について検討 

すること。

イ労災病院の運営の改善

労災病院の設置■運営は、その性質が企業的経 

営になじみ、行政機関が自ら行うよりも能率的な 

運営と質の高い医療サービスが期待されることか 

ら、事業団により行われている。

事業団は、全国39労災病院のうち、広域的な医 

療リハビリテーション施設である吉備高原医療リ 

ハビリテーションセンター及び総合せき損センタ 

-(以下、両病院を「交付金施設」という。)を除 

く37労災病院の運営については、病院の自主性と 

责任性を尊重し自前の収入で支出を賄う自立责任 

体制を原則としているものの、労災病院の施設、 

設備等の整備のための投資的経费の大部分は出資 

金により賄われている。交付金については、設備 

等の整備に出資金が充てられているほか、その業 

務は必ずしも採算の合う分野ではないとして、運 

営に要する费用の一部に労働保険特別会計(労災 

勘定)からの交付金が充てられている。

今回、労災病院の運営について調査した結果、 

次のような問題が認められた。

①i労働福祉事業団法(昭和32年法律第126号。 

以下「事業団法」という。)第4条の規定により、 

政府は土地、建物その他の土地の定着物又は物 

品を出資の目的として事業団に出資することが 

できるものとされており、労災病院の施設及び 

機器等の整備には毎年度出資金が支出され、こ 

のうち機器等の整備に充てられた出資金は平成 

3年度に約55億円となっている。

事業団は、労災病院の運営について自立责任 

体制を原則としていることなどから、労災病院 

(交付金施股を除く。)における機器等の整備に 

ついては、「昭和62年度以降の労災病院における 

機器等の整備方針について」(昭和61年12月9日 
付け労働福祉発第1167号理事長通知。以下「機 

器等整備方針」という。)において、出資金によ 

る整備の対象を原則として1.000万円以下の機 

器等とし、1.000万円未満の機器等については、 

各労災病院の収入を財源とする運営黄により整 

備する方針としている。

しかし、調査対象とした16労災病院における 

出資金による機器等の整備件数228件のうち、機 

器等整備方針において運営费で整備することと
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なっている1,000万円未満の機器等について出 

資金により整備しているものが、11病院におい 

て、110件みられ、うち44件が100万円未満の低 

額な機器等となっている。

i iじん肺法(昭和35年法律第30号)第3条及び労 

働安全衛生法第66条第2項、第3項の規定に並び 

に労働省の行政指導により、特定の有害な業務 

に従事する労働者については、特別の項目によ 

る健康診断(以下「特殊健康診断」という。)が 

必要とされている。

事業団は、昭和48年度から労災病院において 

特殊健康診断を実施しているが、特殊健康診断 

は必ずしも採算の合う分野ではないので、これ 

を集中的に行うための健康診断センターを付置 

しない29労災病院に対しては、特殊健康診断体 

制の整備を図るため、特殊健康診断部の医師及 

び臨床検査技師の人件費にっいて、事業団法第 

27条に基づき交付金を予算措置しており、平成 

3年度において約5億2.000万円の交付金が支出 

されている。

しかし、29労災病院における特殊健康診断実 

績をみると、平成3年度において、5.000件以上 

の特殊健康診断を実施している病院がある反 

面、丨.000件に満たない病院が23病院(79.3パー 

セント)あり、このうち1病院は実績がないなど、 

病院間で格差が認められる。このため、病院別 

の特殊健康診断1件当たりの交付金配分額を算 

定してみると、約6.000円から約22万4.000円と 

なっている。

②i労災病院における機器等の整備に充てら 

れた経費は、平成3年度において約66億円(出資 

金約55億円、運営费約11億円)となっている。 

事業団における機器等の購入などの売買等の 

契約手続にっいては、「労働福祉事業団会計規 

程」(昭和32年11月1日規職12号。以下「会計 

規程」という。)等により、i)契約方式は、原則 

として一般競争契約とすること(ただし、予定価

格が300万円以下の場合は指名競争入札がで 

き、また、予定価格が160万円以下の場合や契約 

の相手方が特定されている場合には随意契約が 

できる。)、ii)随意契約による場合はなるべく 

2人以上の者から見積書を徴することとされて 

いる。

しかし、調査対象とした18労災病院における 

機器等の購入契約の中から529件を抽出し、その 

契約方式等についてみたところ、契約の相手方 

が特定されているとして随意契約しているもの 

が、予定価格が300万円を超える契約190件のう 

ち70件(36.8パーセント)、予定価格が160万円を 

超え300万円以下の契約104件のうち34件(32.7 
パーセント)となっており、これらの随意契約に 

よって購入された機器等と同種の機器等が競争 

入札により購入されている例があることなどか 

らみて、競争入札を拡大する余地があるとみら 

れる。また、18病院の随意契約224件のうち、1 
業者のみから見積書が徴収されているものが11 
病院109件(48.7パーセント)ある。

ii事業団では、労災病院の共通役務業務にっい 

ては、従来から病院運営に支障のない範囲内で 

民間委託等の合理化を図ってきているとしてお 

り、昭和63年度から共通役務業務に従事する技 

能•業務職(以下「共通役務業務職員」という) 

の欠員については、原則として補充しない方針 

としている。

しかし、39労災病院の共通役務業務の民間委 

託の状況をみると、基準寝具及び清掃業務は全 

ての労災病院において民間委託(一部委託を含 

む。)されているが、給食、自動車運転業務等に 

ついてはいまだに共通役務業務職員が担当して 

いる労災病院が多く、39労災病院の同職員数は 

平成3年度末現在において456人で定員の1.6倍 

となっているなど、民間委託を更に推進する余 

地がある。

調査対象とした18労災病院の民間委託の取り
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組み状況についてみると、i )共通役務業務職員 

の退職を待って民間委託等を検討するとしてい 

る労災病院が多く、ii)—部の共通役務業務につ 

いて、既に他の労災病院において民間委託され 

ているにもかかわらず、民間委託になじまない 

とする労災病院や共通役務業務職員の退職後に 

職員を採用し補充している労災病院がある。

また、民間委託の契約に当たっては、委託先 

の業者の選定に適正を期し、委託経费の節減に 

努めるべきであるが、毎年度、従来から委託し 

ている業者と随意契約しているなど委託契約事 

務に改善を要する労災病院がある。

したがって、労働省は、労災病院の運営につい 

ては、その自立责任体制を徹底するとともに、効 

率的な業務運営を図る観点から、事業団に対し、 

次の改善措置を講ずるよう指導する必要がある。

① 出資金による機器等の整備に当たっては、機 

器等整備方針を尊重すること。

また、特殊健康診断の実施体制の整備のため 

の交付金にっいては、労災病院の特殊健康診断 

の需要に応じ、その配分を見直すこと。

② 機器等の購入契約については、会計規程等に 

沿った適正な執行に一層努めること。

また、共通役務業務の民間委託を一層推進す 

るとともに、委託先の業者の適正な選定を行い、 

委託経费の節減を更に徹底すること。

ウ健康診断センターの業務実施体制の見直し 

健康診断センターは、有害業務に従事する労働 

者の特殊健康診断及び有害業務による業務上の疾 

病に係る認定検査、健康診断に関する臨床的調査 

研究、事業主又は労働者の求めに応じ労働者の健 

康管理に関する相談及び指導を行うことを目的と 

する施設であり、昭和48年度から57年度にかけて 

全国で8か所の労災病院に付置されている。

健康診断センターは、「健康診断センター設置運 

営要綱」(昭和48年7月1日事業団制定)により、そ 

の業務を労災病院長の指揮監督の下に行うことと 

されているが、不採算部門である特殊健康診断を 

集中的に行う施設であることから、運営に必要な 

费用は労働保険特別会計(労災勘定)からの交付金 

及び健康診断等の収入をもって賄い、労災病院の 

経费と区分して経理すること並びに建物、設備、 

備品等の固定資産は労災病院と区分して管理する 

こととされており、自立责任体制による運営を原 

則とする労災病院とは別個の施設として設置•運 

営されている。

各健康診断センターには、医師が1人から3人、 

看護婦が1人、医療職(臨床検査技師及び放射線技 

師)が3人から5人及び事務職が2人ないし3人の合 

わせて9人から11人の職員が配®されており、その 

人件费は交付金により賄われている。また、運営 

経黄(人件费を除く。)と健康診断等の収入との収 

支差は、交付金により補てんされることとなって 

いる。

今回、8健康診断センターの通営の状況について 

調査した結果、次のような問題が認められた。

① 事業団は、昭和48年度当初、健康診断センタ 

一を設置するに当たり、1センタ—における年間 

の特殊健康診断件数を約5.000件と見込んでい 

たが、健康診断センター別の特殊健康診断の実 

績をみると、年間5,000件を上回る健康診断セン 

ターが3センターある反面、他の特殊健康診断を 

行っている機関との競合関係などから、その半 

分の2,500件に満たない健康診断センターが3セ 

ンターあり、健康診断センター間で格差が大き 

い〇

他方、健康診断センターを付置しない29労災 

病院の特殊健康診断の実施状況をみると、4病院 

が年間2.500件を超えており、特殊健康診断件数 

が少ない3センターの実績を上回っている。

② 交付金で賄われる健康診断センター職員の人 

件费は、平成3年度において約7億1,800万円(1セ 

ンターにつき約7.400万円から約1億800万円)と
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なっているが、健康診断センターの医師19人及 

び医療職の35人のうち、医師10人(52.6パーセン 

卜)、医療職22人(62.9パーセント)が労災病院の 

業務も行っている。

また、健康診断センター間で特殊健康診断の 

実績に格差があり低調なセンターがあることか 

ら、特殊健康診断1件当たりの人件费を算定して 

みると、2万円以上となっているところが5セン 

ターあり、このうち最高は6万7.000円となって 

いる。これに対して、健康診断センターを付置 

しない労災病院にも特殊健康診断の実施体制の 

整備のために交付金(人件費)が配分されている 

が、平成3年度においてその配分額が最も多い病 

院でも約3,600万円であり、特殊健康診断1件当 

たりの額は1万円となっている。

③ 健康診断センターでは、特殊健康診断の実施 

に支障のない範囲内で人間ドック、成人病検診 

等特殊健康診断以外の健康診断(以下「その他の 

健康診断」という。)も行っている。

しかし、特殊健康診断及びその他の健康診断 

の実施状況をみると、昭和62年度に特殊健康診 

断が2万8,472件、その他健康診断が2万4.735件 

であったものが、平成3年度には、特殊健康診断 

が6.6バーセント增の3万362件であるのに対し 

て、その他健康診断は29.5パーセント增の3万 

2.037件と特殊健康診断を上回っている。特に、 

特殊健康診断実緒が低調な3センターは、特殊健 

康診断を行う他の機関との競合関係などからそ 

の他の健康診断のウェイト*稿い。

したがって、労働省は、特殊健康診断を効率的 

に実施する観点から、特殊健康診断実績が低調な 

健康診断センターについては、その業務実施体制 

を見直す必要がある。

ェ労災リハビリテーション作業所の見直し 

労災リハビリテーション作業所(以下「作業所」 

という。)は、被災労働者のうち外傷性せき髄障害 

を受けた者及び両下肢に重度の障害を受けた者で 

自立更正しようとする者を入所させ、作業に従事 

させて、その自立更正を援助する施設であり、昭 

和40年度から50年度にかけて全国で8か所(入所定 

員は1か所50人、8か所で400人)設置されている。 

また、愛知作業所に付設されている§動車教習 

所(以下「付設自動車教習所」という。)は、被災 

労働者で身体に障害を受けた者(以下「労災障害 

者」という。)に運転免許を取得させることにより 

社会復帰の促進を図ることを目的として、昭和46 
年10月に設置された宿泊設備を備えた施設(入所 

定員150人)である。

これらの作業所及び付設自動車教習所の設置- 

運営に要する経费にっいては、労働保険特別会計 

(労災勘定)から出資金及び交付金が支出されてお 

り、その支出額は平成3年度で約3億4.000万円(出 

資金1億3.000万円、交付金約2億1.000万円)となっ 

ている。

今回、作業所及び付設自動車教習所の運営につ 

いて調査した結果、次のような問題が認められた。 

① 全国8作業所の在所者数は、1作業所を除いて 

入所定員を下回っており、昭和63年3月末現在に 

おいて入所定員400人の75.8パーセントに当た 

る303人であったものが、平成4年3月末現在では 

入所定員の70.8バーセントに当たる283人とな 

っている。

事業団では、作業所の利用を促進するため、 

昭和58年10月に入所資格の拡大を図るととも 

に、労災病院等関係機関との連携による入所者 

の確保等に努めてきたが、在所者数は増加して 

いない〇

また、当庁が調査対象とした5作業所の平成3 
年12月末現在の在所者数187人のうち、在所期間 

が10年以上の者及び年齢が50歳以上の者は、共 

に114人(在所者数の61.0パ>■セント)に及んで 

おり、昭和57年3月末現在の全国8作業所の在所 

者294人のうち、在所期間が10年以上の者が106
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人(在所者数の36.1パーセント)、年齢が50歳以 

上の者が84人(同28.6パーセント)であった者と 

比較しても、在所者の在所期間の長期化及び髙 

齡化が進んでいる。

なお、昭和62年から平成3年度までの5年間に 

おいて8作業所を退所した者は103人であり、こ 

のうち家庭復帰した者が52人(50.5パーセン 

卜)、直接就業の機会を得た者(就職、自営及び 

内職)が19人(18.4パーセント)となっている。

②付設自動車教習所は、その開設直後の昭和47 
年から49年度までの間は、120人の入所定員に対 

し毎年度100人以上の入所者があったが、その 

後、入所者数は、年度によって増減を繰り返し 

ながらも減少傾向を示し、平成3年度の入所者数 

は52人で入所定員(150人)の34.7パーセントと 

なっている。付設自動車教習所への労災障害者 

の入所状況についてみると、労災障害者数は昭 

和47年度に114人(入所者数116人の98.3パーセ 

ント)であったものが、平成3年度には8人(入所 

者数52人の15.4パーセント)と少なくなってお 

り、入所者数のほとんどは一般陣害者で占めら 

れている。

また、平成3年12月末現在、全国の自動車教習 

施設1.722施設のうち身体障害者用の教習車を 

備え付けている自動車教習施設は、494施設 

(28.7パーセント)あり、このうち、付設自動車 

教習所と同様の身体障害者のための宿泊設備も 

備えた自動車教習施設が2施設(埼玉県及び岡山 

県)ある。

したがって、労働省は、作業所及び付設自動車 

教習所について、次の改善措置を講ずる必要があ 

る。

① 作業所については、利用の状況を考慮しつつ、 

中長期的に必要性を含めその在り方について検 

討すること。

② 付設自動車教習所については、廃止を含めそ 

の在り方を見直すこと。

才 休養所の在り方の見直し等

休養所は、主として被災労働者のための宿泊施 

設であり、昭和39年度から55年度にかけて全国で 

11か所設置(うち2か所は廃止)され、その運営は、 

昭和57年10月から財団法人労働福祉共済会に委託 

して行われている。

また、労災保険会館は、被災労働者及びその家 

族に宿泊室、相談及びアスレチック施設等を利用 

させることにより、その福祉の増進に寄与するこ 

とを目的とした施設であり、昭和57年7月東京都に 

設®されている。

今回、休養所及び労災保険会館の運営等の状況 

について調査した結果、次のような問題が認めら 

れた。

① 休養所の利用実績は、近年増加傾向にあるも 

のの、平成3年度の宿泊定員に占める宿泊者数の 

割合(以下「宿泊利用率」という。)は、9休養所 

全体で36.5パーセントとなっており、休養所別 

にみると26.5パーセントから46.4パーセントと 

なっている。

なお、原則として障害等級8級以上の障害補償 

給付の支給決定を受けた者が休養所又は都道府 

県労働基準局長が委託した民間の宿泊施設にお 

いて温泉保養を行った場合にその宿泊费、交通 

费について労災保険が負担する温泉保養制度が 

あるが、休養所の宿泊利用者数に占める同制度 

の利用者数の割合をみると、いずれの休養所に 

おいても1パーセント未満となっている。

② 労災保険会館の業務のうち、アスレチック施 

設•レストランの運営に係る業務、警備保安業 

務、清掃業務、電話交換業務及び設備管理業務 

は民間委託されているが、宿泊室及び会議室に 

ついては直営のままとなっている。

なお、同会館の運営収支差は、開設後毎年度 

労働保険特別会計(労災勘定)からの交付金で補 

てんされており、その額は平成3年度で約2.800 
万円となっている。
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したがって、労働省は、事業団に対し、次の改 

善措置を講ずるよう指導する必要がある。

① 休養所については、利用が低調な休養所の廃 

止を含めその在り方を検討すること。

② 労災保険会館については、直営で実施してい 

る業務の民間委託を推進すること。

(2 )産業医科大学の在り方の見直し

労働省は、産業医養成等のため、財団法人産業 

医学振興財団を通じて学校法人産業医科大学(北 

九州市八幡西区)に対し、労働保険特別会計(労災 

勘定)から平成3年度には、約48億円の大学運営费、 

約20億円の大学病院運営费、約15億円の大学及び 

大学病院の施設整備费、合計約83億円の産業医学 

助成费補助金を支出している。また、同補助金と 

して、財団法人産業医学振興財団から同大学の学 

生に対して貸与される修学資金(平成3年度の総額 

約n億円、年間学生1人当たりの授業料相当分280 
万円、実験実習费20万円、就学援助费60万円計360 
万円の貸与)の貸付けに要する费用を同財団に支 

出している。

今回、産業医科大学における産業医養成等に関 

する事業の実施状況を調査した結果、次のような 

問題が認められた。

①産業医科大学は、昭和47年に労働安全衛生法 

が制定されて、常時50人以上の労働者を使用す 

る事業場ごとに産業医を選任することが義務付 

けられたことに呼応し、産業医学水準の向上と 

産業医の養成•確保を図ることを目的として、 

私立学校法(昭和24年法律第270号)に基づき、労 

働省が設立母体となって、昭和52年12月21日に 

設置されており、翌53年4月に医学部(入学定員 

100人)が開学されている。また、同年12月には 

医療技術短期大学(入学定員100人)が、昭和59年 

3月には大学院(入学定員40人)が、平成3年3月に 

は主として医学部卒業者を対象に産業医として 

の教育•研修を行う産業医実務研修センターが

設置されている。

しかし、同大学医学部卒業生の就業状況をみ 

ると、産業医等への就業を確保するため、上記 

修学資金を貸与し、在学期間の6年間の1.5倍に 

当たる9年間の産業医等への従事実績があれば 

その返済を免除するという優遇措置も講じられ 

ているが、昭和59年から平成4年までの9年間の 

医学部卒業生858人のうち、修練期間中の者322 
人、大学院への進学者60人及び医師国家試験準 

備中の者10人の計402人を除く456人中、産業医 

に就業している者は86人(18.9パーセント)とな 

っており、上記修学資金の返済免除となってい 

る産業医学研究者161人、特殊健康診断機関勤務 

医29人を加えても276人(60.5パーセント)とな 

っている。

このことについて、大学関係者は次のような 

理由を挙げている。

i学生側においては、産業医は職場における健 

康相談、健康診断等労働者の健康管理に関する 

業務を主とするため医療の専門的•技術的な臨 

床経験を蓄積することができないとして、産業 

医への就業を望まず、大学院への進学又は都市 

の総合病院等への就職の指向が強いこと。 

ii事業場側もある程度の臨床経験を有する産業 

医を求めるため、新規学部卒業生の採用意欲が 

低く、求人が少ないこと。

なお、都道府県がへき地等地域医療の確保及 

びその向上を図ることを目的として共同出資し 

て設置した自治医科大学(栃木県南河内町)の卒 

業生の就職状況をみると、昭和53年から平成4年 

までの15年間の卒業生1.573人中1.160人(73.3 
バーセント)が大学の設置目的どおり地域医療 

のために就職している。

産業医科大学卒業生の産業医への就業状況は 

上記のとおりとなっているが、事業場における 

産業医の選任状況を労働省の「労働安全衛生基 

本調査報告」(平成2年度)によってみると、調査
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対象事業場の85.7パーセント(1.000人以上の労 

働者を使用する事業場では100パーセント、50人 

から99人までの事業場では77.3パーセント)に 

おいて産業医(その多くは嘱託医)が選任されて 

いる。これは、財団法人産業医学振興財団が都 

道府県医師会に委託して産業医研修事業を実施 

していること、また、日本医師会が会員、非会 

員を問わず臨床経験を持つ医師に産業医学基礎 

研修を受講させ、これを終了した者を認定産業 

医とする事業を推進中であることなどによるも 

のと認められる。

一方、我が国の医学教育をめぐる最近の状況 

をみると、医師の養成数については、医師過剰 

時代を迎え、平成7年度を目途に医師の新規参入 

を最小10パーセント削減する方針の下に、医科 

大学の入学定員の削減を進めるとともに、医学 

教育の質的側面については、近年の科学技術の 

進歩•発展に伴う医学•医療の高度化や国民の 

高齢化等に対応して、大学医学部の臨床能力の 

向上等一層の質的充実を図るための医学教育目 

標の明確化、入学者選抜方法の改善、臨床実習 

及び関連医学教育の充実等を内容とするカリキ 

ュラムの改善等所要の改善措置を講じるよう文 

部省が各医科大学を指導している。こうしたこ 

とを踏まえ、産業医科大学では、産業医への就 

業の促進を図るため、平成元年度から卒後修練 

制度(4年間から6年間)の新設、修学資金制度の 

改善、進路指導体制の整備等を行ったが、以上 

に述べたように、現在のところ、十分な効果を 

挙げているとはいえない状況となっている。

② 産業医学助成费補助金は、大学運営费につい 

ては収支差補助、大学病院運営费については人 

件费の2分の1補助及び教育研究Sの10分の10補 

助となっており、学校法人の自主的な経営努力 

が生かされる余地の少ない仕組みとなってい 

る。このため、平成4年度の同大学及び大学病院 

の運営費総額(約186億円)に占める産業医学助

成費補助金額(75億円)の割合は40.4パーセント 

となっている。

なお、文部省の私立大学経常费補助金の平成 

3年度交付額(総額2.560億円)は、私立大学全体 

の経常経费の13.3パーセントとなっている。

したがって、労働省は、産業医学の振興及び産 

業医の養成•確保を促進するための産業医学助成 

費補助金の効果的使用を図るとともに、学校法人 

産業医科大学における自主的な財政基盤の強化を 

促進する観点から、次の改善措置を講ずる必要が 

ある。

① 産業医科大学については、卒業生の産業医へ 

の就業動向、事業場における産業医の選任状況 

等を踏まえ、他の医科大学卒業生及び産業医へ 

の教育•研修を充実するなど、その在り方にっ 

いて検討すること。

② 産業医学助成费補助金については、産業医科 

大学の自助努力を一雇促す方向でその運営费に 

占める割合の縮減に努めること。

〇その他(実態)

脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定 

保険給付の対象となる業務上の疾病の認定は、 

その範囲を規定した労働基準法施行規則(昭和22 
年厚生省令第23号)別表第1の2及び疾病の発症条 

件、病像等を解説したいわゆる認定基準(労働基準 

局長通達)等に基づいて行われている。

この疾病のうち、脳血管疾患及び虚血性心疾患 

等(以下「脳•心臓疾患」という。)については、 

一般に、業務に内在する特定の有害因子によって 

発症する疾病ではなく、発症と医学的因果関係の 

ある特定の業務も認められていないことから、上 

記別表には具体的に列挙されておらず、個々の事 

案ごとにその業務上外の判断が行われており、そ 

の判断基準として「脳血管疾患及び虚血性心疾患 

等の認定基準について」(昭和62年10月26日付け基 
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発第620号労働基準局長通達。以下「脳•心臓疾患 

の認定基準」という。)が示されている。同認定基 

準では、脳•心臓疾患のうち、業務上の負傷に起 

因して発症したものについては、上記別表の第1号 

(業務上の負傷に起因する疾病)に、業務に起因す 

ることが明らかなものについては、上記別表の第 

9号(その他業務に起因することの明らかな疾病) 

に該当する疾病として取り扱うこととし、特に第 

9号に該当する脳•心臓疾患は、次のi及びiiの要 

件を満たすものとされている。

i次のi )又はii)の業務による明らかな過重負 

荷を発症前に受けたことが認められること。

i )発生状態を時間的及び場所的に明確にし得 

る異常な出来事(業務に関連する出来事)に遭 

遇したこと。

ii)日常業務に比較して、特に過重な業務に就労 

したこと。

ii過重負荷を受けてから症状の出現までの時間 

的経過が医学上妥当なものであること。

さらに、脳•心臓疾患の認定基準では、上記i 
の「過重負荷Jとは、脳•心臓疾患の基礎となる 

病態(血管病変等)をその自然経過を超えて急激に 

著しく増悪させ得ることが医学経験則上認められ 

る負荷をいうと定義されており、iのH)の「日常 

業務に比較して、特に過重な業務」とは、通常の 

所定の業務内容等に比較して特に過重な精神的、 

身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる業 

務をいい、その判断については、発症直前から発 

症前1週間以内の業務が特に過重であると客観的 

に認められるか否かにより行うこととされ、発症 

前1週間より前の業務については、過重性評価の付 

加的要因として考慮するにとどめることとされて 

いる。また、この「客観的」とは、当該労働者の 

みならず、同僚労働者又は同種労働者にとっても、 

特に過重な精神的、身体的負荷と判断されるもの 

であるとしている。さらに、過重性の評価に当た 

っては、業務量のみならず、業務内容、作業環境

等を総合して判断することとされている。

今回、脳•心臓疾患の業務上外の決定状況につ 

いて調査した結果、次のような状況が認められた。 

① 脳•心臓疾患に係る保険給付の請求について 

は、昭和62年度から平成3年度までの間に行われ 

た全国の監督署に対する保険給付の請求の総件 

数は3.104件であるのに対し、同期間の支給決定 

件数は425件となっている。また、監督署の不支 

給決定又は労基局の労働者災害補償保険審査 

官の決定を不服として同審査官に対する審査請 

求又は労働保険審査会に対する再審査請求が 

行われ、昭和63年度から平成3年度までの間に決 

定又は裁決が行われた事案についてみると、審 

査請求では、決定件数は422件、うち監督署の不 

支給決定処分を取り消したものが17件、再審査 

請求では、裁決件数が161件、うち監督署の不支 

給決定処分を取り消したものが2件となってい

る〇

② 労働省は、平成3年2月から同4年12月まで労災 

保険制度の運用面について検討を行ってきた労 

災保険審議会認定問題小委員会の報告「労働者 

災害補償保険制度の適切な運用について」(平 

成4年12月17日)を受けて、各都道府県労働基準 

局長に対し、脳•心臓疾患に係る「現行認定基

準は最新の医学的知見に照らしても妥当なもの 

であって見直す必要はないと考えており、(上記 

の)報告においても、この認識を前提としつつ、 

行政において新たな医学的知見の収集をより積

極的に推進することとし、その上で脳•心臓疾 

患と業務に関する新たな医学的知見が得られた 

場合には見直しの検討を行うこととされたもの 

である」旨通達(平成5年1月20日付け基発第38
号労働基準局長通達)し、平成5年から脳•心臓

疾患に関する医学的文献等の収集をより一層 

効果的に行うとともに、これらを的確に評価し

て整理する体制を整備することとして

いる。
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脳•心臓疾患の労災認定

労災認定調査様式を変更
総務庁の行政監察結果では

最長調査に2年以上の例も

今号で紹介した総務庁の勧告は、わざわざ「〇その他(実態)脳血管疾患及び虚血性心疾患等の 

認定」という項目を設けている。具体的な勧告を行っているわけではなく、「実態」を調査して報告 

しているだけだが、勧告のも匕になった行政監察結果報告書の該当部分(「説明」>を紹介しよう。

昨年12月に出された労災保険審議会認定問題小委員会の報告「労働者災害補償保険制度の適切な 

運用について」がとりあげられているが、この報告畜は、93年2月号で全文紹介してある。平成5年 

1月20日付け基発第38号「労災保険審議会認定問題小委員会報告を踏まえた労災保険制度の適切な運 

用について」も93年3月号で紹介したが、脳•心臓疾患に係る認定基準の運用に当たって、現行の調 

査表(91年2月増刊号「脳•心臟疾患の労災認定問題資料集(在庫切れ)」17〜2頂参照)の記飜に「労 

働時間に関する項目以外の調査項目(作業内容、作業方法、作業環境、身体の状況等)を具体的に掲 

げるなどの様式の見直しを行う」こととし「別途通達する」とされていた。これについては、平成 

5年3月31日付けで、基発第204号「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の業務起因性判断のための調査実 

施要領の一部改正について」が出された。90年5月25日の第118国会衆議院社会労働委員会での五島 

正規氏の質問に対して、当時の野崎和昭労働省労働基準局長が「そういった誤解(労働時間だけで判 

断している)が生じないように様式その他についてもう一度見直してみたいと思います」と答弁して 

から3年たってようやく様式が見直されたということだ。

なお、同日付けで基発第205号「地方労災医員の効果的活用体制の整備についてjとい

う通達も出されている(次号で紹介する予定)。
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平成5年6月総務庁行政監察局
労働者災害補傳保険奉業の運宮に閉する行政 

監察結果報告軎〇その他

脳血管疾患及び虚血性 

心疾患綱定(説明)

(1)脳•心臓疾患の法令上の取扱い

業務災害に関する保険給付は、労働基準法(昭和 

22年法律第49号)に規定する災害補償の事由が生 

じた場合に補償を受けるべき労働者等の請求に基 

づいて行うとされている(労災保険法第12条の8第 

2項)。所轄の監督署では、保険給付の請求事案の 

うち疾病に係るものについては、業務上の疾病の 

範囲を規定した労働基準法第75条第2項に基づく 

同法施行規則別表第1の2に基づき、業務上外(保険 

給付の支給又は不支給)の決定を行っている。ま 

た、監督署が業務上外の決定を行うに当たり、特 

に専門的知見を有するものについては、別表第1の 

2の規定では明らかにされていない発症の条件等、 

業務上の疾病と認定される疾病の医学的経験則に 

立脚した発症条件(疾病に係る有害因子、ばく探条 

件、症状及び発症経過等)、病像の解説、診断及び 

鑑別の方法等を補足したいわゆる認定基準(労働 

基準局長通達)が示されている。

別表第1の2の規定は、疾病の具体的列挙規定、

表1業務上の疾病

(注)労働基準法施行規則別表第1の2による

区 分 備 考

—業務上の負傷に起因する疾病 具体的列挙規定
二物理的因子による次に掲げる疾病

1〜12 (略) 具体的列挙規定

13その他物理的因子にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 包括的救済規定
三身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する次に掲げる疾病

1〜4 (略) 具体的列挙規定

5その他身体に過度の負担のかかる作業態様の業務に起因することの明ら 

かな疾病
包括的救済規定

四化学物質等による次に掲げる疾病

1〜7 (略) 具体的列挙規定

8その他化学物質等にさらされる業務に起因することの明らかな疾病 包括的救済規定
五 粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症等 具体的列挙規定
六細菌、ウイルス等の病原体による次に掲げる疾病

1〜4 (略) 具体的列挙規定

5その他細菌、ウイルス等の病原体にさらされる業務に起因することの明 

らかな疾病
包括的救済規定

七 がん原性物質若しくはがん原性因子又はがん原性工程における業務による次

に掲げる疾病

1〜n (略) 具体的列挙規定

18その他がん原性物質にさらされる業務等に起因することの明らかな疾病 包括的救済規定
八前号に掲げるもののほか、中央労働基準審議会の議を経て労働大臣の指定す 追加規定

る疾病

九 その他業務に起因することの明らかな疾病 包括的救済規定
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脳•心臓疾患の労災認定

表2 業務に起因することの明らかな脳•心臓疾患の認定基準

認定要件 解 説 対象疾病

(1)及び(2)のいずれ 

の要件をも満たすこと

(1) 次に掲げる①又は 

②の業務による明ら 

かな過重負荷を発症 

前に受けたこと。

① 発生状態を時間 

的及び場所的に明 

確にし得る異常な 

出来事(業務に関 

連した出来事に限 

る。)に遭遇した 

こと。

② 日常業務に比較 

して、特に過重な 

業務に就労したこ

と〇

(2) 過重負荷を受けて 

から症状の出現まで 

の時間的経過が、医 

学上妥当なこと。

(1) 「過重負荷」とは、脳•心臓疾患の発症の基礎とな 
る病態(血管病変等)をその_然経過(加齢、一般生 

活等において生体が受ける通常の要因による血管病変 

等の経過)を超えて急激に著しく増悪させ得ることが 

医学経験則上認められる負荷をいう。

(2) 「異常な出来事」とは、①極度の緊張、興奮、恐怖 

驚がく等の強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は 

予測困難な異常事態、②緊急に強度の身体的負荷を強 

いられる突発的又は予測困難な異常事態、③急激で著 

しい作業環境の変化をいう。

(3) 「日常業務に比較して、特に過重な業務」とは、通 

常の所定の業務内容等に比較して特に過重な精神的、 

身体的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務を 

いい、その判断については次によること。

① 発症に最も密接な関係を有する業務は、発症直前 

から前日までの業務であるので、この間の業務が特 

に過重であると客観的に認められるか否かを、まず 

第一に判断すること。

② ①で特に過重であると認められない場合であって 

も、発症前1週間以内に過重な業務が継続している 
場合には、急激で著しい増悪に関連があると考えら 

れるので、この間の業務が特に過重であると客観的 

に認められるか否かを判断すること。

③ 発症前1週間より前の業務は、急激で著しい増悪 
に関連したとは判断し難く、①及び②の過重性の評 

価に当たって、その付加的要因として考慮するにと 

どめること。

④ 過重性の評価に当たっては、業務量のみならず、 

業務内容、作業環境等を総合して判断すること。

(①及び②で、「客観的」とは、当該労働者のみな 

らず、同僚労働者又は同種労働者にとっても、特に 

過重な付加と判断されるものである。)

(4) 通常、過重負荷を受けてから24時間以内に症状が出 

現するが、脳梗塞及び脳出血は、症状の出現までに数 

日を経過する場合がある。

(1) 脳血管疾患
① 脳出血

② くも膜下出 

血

③ 脳梗塞

④ 髙血圧性脳 

症

(2) 虚血性心疾 
串实

① 一次性心停 

止

② 狭心症

③ 心筋梗塞症

④ 解離性大動 

脈疱

(注)脳•心臓疾患の認定基準による。

将来列挙規定として追加することを想定した追加 

規定及び包括的救済規定によって構成されている

が、全体としては業務上の疾病を例示列挙したも

のとなっている(表1参照一前頁)。
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しかし、業務上の疾病のうち脳•心臓疾患につ 

いては、別表第1の2(この規定に基づき、労働大臣 

が定める疾病を定める告示を含む。)に表示され 

ておらず、脳•心臓疾患の認定基準に基づき、別 

表第1の2第1号(業務上の負傷に起因する疾病)又 

は第9号(その他業務に起因することの明らかな疾 

病)として取り扱うこととされている。

このように、脳•心臓疾患が業務上の負傷によ 

り発症したものを除き、業務上の疾病として別表 

第1の2に具体的に列挙されていない理由は、脳, 

心臓疾患は、業務に内在する特定の有害因子によ 

って発症する疾病又は特定の業務に従事する労働 

者にその発生が疫学的に有意に多いことが認めら 

れる疾病とは異なり、基礎となる動脈硬化等によ 

る血管病変等が加齡や一般生活等における諸種の 

要因によって增悪し発症する場合が多く、脳•心 

臓疾患の発症と医学的因果関係のある特定の業務 

も認められないいわゆる「私病増悪型」の疾病と 

して判断されているためである。

(2)脳,心臓疾患の認定基準

脳•心臓疾患に係る業務上外の認定基準につい 

ては、労働省は、従来、「中枢神経及び循環器系疾 

患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準に 

ついて」(昭和36年2月13日付け基発第116号労働基 

準局長通達)により示してきたが、その後の医学的 

知見等について「脳血管疾患及び虚血性心疾患等 

に関する専門家会議」(労働基準局長の私的諮問機 

関)において検討が行われ、その結論に基づいて昭 

和62年10月、現在の脳•心臓疾患の認定基準に改 

正している。

業務上の負傷に起因する脳•心臓疾患の認定に 

ついては、発症前に業務上の負傷の事実が存在す 

れば、負傷と脳•心臓疾患との関連が明らかにな 

りやすいことから、その判断は比較的容易である。 

一方、業務に起因することの明らかな脳•心臓疾 

患については、業務が相対的に有力な原因となっ 

て発症した場合に認められるものであるが、負傷 

に起因しない脳•心臓疾患は、前述のとおり一般 

生活においても自然経過的に基礎疾患が増悪して 

発症することからその立証が困難な場合が多く、 

個々の事案ごとに業務起因性を判断する必要があ 

る〇

このことから、脳•心臓疾患の認定基準は、主 

として業務に起因することの明らかな脳•心臟疾 

患の認定要件等を定めたもので、旧認定基準の改 

正もこの認定要件等を中心に行われている。主な 

改正点は、i)業務上の疾病としての「脳卒中、急 

性心臓死等」を「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」 

と最近の医学的用語に改めたこと、i i)認定要件の 

一つとした「業務に関連する突発的又はその発生 

状態を時間的、場所的に明確にし得る出来事若し 

くは特定の労働時間内に特に過激(質的に又は量 

的に)な業務に就労したことによる精神的又は肉 

体的負担(以下、単に災害という。)が当該労働者 

の発病前に認められること。」を「業務による明ら 

かな過重負荷を発症前に受けたこと。」にし、「災 

害」を「過重負荷」に改めたこと、iii)特に過重 

な業務の判断基準を主として「発病直前又は発病 

当日」の業務から「発症前1週間以内」に拡大した 

こと..iv)業務上の疾病として取り扱う疾病の範囲 

を明確にしたことであるが、業務上の認定に当た 

っての基本的な考え方は変更されていない。

業務に起因することの明らかな脳•心臓疾患に 

ついての現行の認定基準は、表2のとおりである。 

(3)脳•心臓疾患に係る業務上外の決定状況

昭和62年度から平成3年度までの間の脳•心臓 

疾患に係る保険給付の請求件数及び支給決定件数 

は、表3(-次頁)のとおりである。支給決定され 

た脳•心臓疾患を業務上の負傷に起因するもの 

(別表第1の2第1号に該当)と業務による明らかな 

過重負荷を受けて発症したもの(同表第9号に該 

当)に区分してみると、その過半は業務上の負傷に 

起因するものとなっている。

今回調査対象とした38監督署において、昭和63
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表3脳•心臓疾患に係る保険給付の請求件数及び支給決定件数

(単位：件、%)

(注)1労働省の資料による。

ハ 年度
区分

昭和62 63 平成元 2 3

請求件数 499 676 777 597 555

支給決定件数 49 81 110 92 93

1号 28 52 80 59 59

9号 21 29 30 33 34

21号とは、労働基準法施行規則別表第1の2第1号の 

「業務上の負傷に起因する疾病」に、9号とは、同表 

第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」 

に該当する脳•心臓疾患である。

3各年度において未処理件数があるため、請求件数から 

支給決定件数を差し引いた件数が不支給決定件数とは 

ならない。

年度から平成3年12月末までの間の脳•心臓疾患 

に係る保険給付の不支給事案についてその理由を 

みると、ほとんどの場合、異常な出来事に遭遇し 

た事実や発症前1週間等において特に過重な業務 

に就労した事実はなく、業務との相当因果関係(業 

務起因性)が認められないとするものである。

労働省は、脳•心臓疾患の適正•迅速、かつ斉

一的な認定を期するため、前述の 

とおり、脳•心臟疾患の認定基準 

を示すとともに、具体的な認定に 

当たっての参考として、当該認定 

基準及び医学的事項の解説、調査 

実施要領を記載した認定マニュア 

ルを作成しているが、特に負傷に 

起因しない非災害性の脳•心臓疾 

患については業務起因性の判断が 

困難なこともあって、保険給付の 

請求から業務上外の決定までに長 

期を要する実情にある。

調査対象とした監督署において 

昭和63年度から平成3年12月末ま 

での間に処理した脳•心臓疾患の 

業務上外の決定に係る事務処理期 

間をみると、表4のとおり、業務上の疾病(負傷に 

起因するものを除く。)として支給決定された場 

合、不支給決定された場合のいずれも保険給付の 

請求から認定までに平均9か月余りを要し、不支給 

決定された事例の中には2年以上要しているもの 

がみられる。特に過重な業務に就労したとして不 

支給決定されたものは、異常な出来事に遭遇した

表4脳•心臓疾患の業務上外の決定に係る事務処理期間

(単位：件、%)

区分 調査件数

保険給付の請求から業務上外の決定に係る事務処理期間

平均処理

期 間

3か月未満 3か月以上

6か月未満

6か月以上 

1年未満
1年以上
2年以上

2年以上

支給決定さ

れたもの

21
(100.0)

9.6か月

[12.6]
1

(4.8)
5

(23.8)
8

(38.1)
7

(33.3)
〇

(0.0)

不支給決定

されたもの

206
(100.0)

9.5か月 7
(3.4)

59
(28.6)

84
(40.8)

49
(23.8)

7
(3.4)

(注)1当庁の調査結果による。
2 ()内の数値は構成比を、［］内の数値は、特に過重な業務に就労したとして支給決定され 

た事案の平均処理期間を示す。

3 「支給決定されたもの」とは、労働基準法別表第1の2第9号(その他業務に起因することの明 

らかな疾病)に該当する脳•心臓疾患である。
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表5脳•心臓疾患の業務外決定に係る審査請求及び再審査請求の状況

(単位：件、%)

(注)1労働省の資料及び当庁の調査結果による。 

2 ()内の数値は構成比を示す。

区分 審 査 請 求 再 審 査 請 求

決定件数

黯 裁決件数
年度 取消 棄却 却下 取消 棄却 却下

昭和63 112 100
(100.0)

3
(3.0)

97
(97.0)

〇

(〇)

46 30
(100.0)

1
(3.3)

29
(96.7)

〇

(〇)

平成元 132 102
(100.0)

4
(3.9)

98
(96.1)

〇

(〇)

49 41
(100.0)

〇

(〇)

41
(100.0)

〇

⑻

2 128 92
(100.0)

2
(2.2)

88
(95.6)

2
(2.2)

43 47 
(100.0)

〇

(〇)

47
(100.0)

〇

(〇)

3 131 128
(100.0)

8
(6.2)

120
(93.8)

〇

(〇)

49 43
(100.0)

1
(2.3)

42
(97.7)

〇

(〇)

か否かよりもその判断が困難なことから平均して 

1年程度と、認定までに長期間を要している。 

(4 )監督署の不支給決定処分の取消し状況 

保険給付に関する原処分庁の決定に不服のある 

者は、労災保険法第35条の規定に基づき、労基局 

に配置されている労働者災害補償保険審査官(以 

下「労災保険審査官」という。)に対して審査請求 

をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査 

会に対して再審査請求をすることができることと 

されている。

昭和63年度から平成3年度までの間の脳•心臓

査請求に対する裁決の状況をみると、決定又は裁 

決の件数のうち監督署の不支給決定処分を取り消 

したものの割合は、決定で年間2.2パーセントから 

6.2パーセントであり、裁決に係る取消件数は昭和 

63年度及び平成3年度にそれぞれ1件ずっとなって 

いる〇

—方、脳•心臓疾患の業務外の決定に係る行政 

事件訴訟の状況をみると、表6のとおり、昭和63 
年から平成3年までの4年間に判決のあった事案の 

うち国側勝訴が33件(76.7バーセント)、国側敗訴 

が10件(23.2パーセント)となっている。

疾患の業務上外の決定に 

係る審査請求及び再審査 

請求の件数をみると、表 

5のとおり、審査請求は、 

昭和63年度に112件であ 

ったものが増加する傾向 

を示しているが、再審査 

請求についてはほぼ横ば 

いとなっている。

また、この間の審査請

求に対する決定及び再審 

表6 脳•心臓疾患の認定に係る行政事件訴訟の状況

(単位：件、%)

(注)1労働省の資料により当庁が作成した。 

2 ()内の数値は構成比を示す。

区分 昭和63年 平成元年 平成2年 平成3年 累計

提訴件数 6 14 15 10 45
判決件数 8 9 11 15 43(100.0)
国側勝訴 5 8 10 10 33 (76.7)
国側敗訴 3 1 1 5- 10 (23.3)
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脳•心臓疾患の労災認定

表7脳•心臓疾患に係る不支給決定処分の取消事案の概要

(注)当庁の調査結果による。
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調査対象とした19労基局管内において、昭和63 
年度から平成3年12月までの間に監督署の不支給 

決定処分が取り消された脳•心臓疾患事案につい 

てみると、表7のとおり、審査請求によるものが 

5件、行政事件訴訟によるものが3件で合計8件みら 

れた。

(5 )脳•心臓疾患の認定基準についての労働省の 

対応

労働省は、労働者に発病した脳•心臓疾患が業 

務上の疾病として認定されるためには、その業務 

起因性、すなわち業務が相対的に有力な原因とな 

って発症したことが医学的に認められることが必 

要であり、現行の脳•心臓疾患の認定基準は最新 

の医学的知見に照らしても妥当なものであって、 

労働者災害補償保険審議会認定問題小委員会報告 

(平成4年12月17日)においても、労働者代表委員よ 

り速やかにこれを見直すべきとの反対意見はあっ 

たものの、労働省と同様の認識に立った結論が得 

られていることから、現時点でこれを見直す必要 

はないと説明している。

ただし、同報告では、業務上疾病の認定基準に 

ついて、「①業務上疾病の認定基準は、医学的•専 

門的判断と密接に関連するものであるので、今後 

ともこれに関する医学的知見の収集等に務めその 

結果を踏まえて、必要に応じ見直しを行う。②特 

に、脳•心臓疾患については、新たな医学的文献 

の収集、分析整理のための体制整備に務めるなど、 

今後とも医学的知見の収集等を積極的に推進す 

る。脳•心臓疾患と業務に関する新たな医学的知 

見が得られた場合には、速やかに専門家会議にお 

いて見直しの検討を行う。j旨提言されており、労 

働省は、従来から行っている脳•心臓疾患に関す 
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る医学的文献等の収集を一層効果的に行うため 

に、これらを収集、評価及び整理する体制を平成 

5年度に整備し、新たな医学的知見が得られた場合 

には、脳•心臓疾患の認定基準の見直しの検討に 

着手するとしている。

なお、同小委員会は、公益委員、労働者委員及

び使用者委員3名(計9名のうち、医学的専門家1名) 

で構成され、労災保険制度に係る検討課題のうち、 

業務上疾病の認定基準の策定や業務上外等の認定 

の在り方など、労災保険制度の運用面について検 

討を行っている。

基発第204号
平成5年3月31日 

各都道府県労度2平局殿
労働省労働基準局長

脳血晋疾患及び虚血性心疾患等の 

業務起因性判断のための調査実施 

要領の一部改正について

標記の調査実施要領については、昭和62年10月 

26日付け基発第620号(脳血管疾患及び虚血性心疾 

患等の認定基準について)の別添「脳血管疾患及び 

虚血性心疾患等の認定マニュアル」第3部で示して 

いるところであるが、今般、これを別添のとおり 

改めたので、今後の調査に遺漏のないようにされ 

たい。

第3部調査実施要領

脳血管疾患及び虚血性心疾患等(以下「脳•心臓 

疾患」という。)の業務起因性の判断に当たっては、 

被災労働者の発症前の身体状況、業務の状況(業務 

量、業務内容、作業環境等)の詳細な情報が必要で 

あることから、これらの情報を的確に得るために 

必要な調査項目を別紙調査票(様式1及び様式2)に 

示したので、以下の点に留意の上、調査に当たっ 

て十分活用すること。

なお、調査票には調査官自らが記載すること。

1様式1について

様式1(様式1の1及び様式1の2)は、様式2に基づ 

く調査で判明した事項及び専門医から意見を徴し 

た内容を取りまとめて、認定基準に係る認定要件 

を満たしているかどうかを判断するために作成す 

る総括票であるので、様式1と様式2は、一対とし 

て取り扱うこと。

なお、業務上の負傷に起因する脳•心臓疾患(労 

働基準法施行規則別表第1の2(以下「別表」とい 

う。)第1号)であるか否かを調査した場合には様式 

1の1に記載し、業務に起因することが明らかな脳 

•心臓疾患(別表第9号)であるか否かを調査した 

場合には様式1の2に記載すること。

「業務以外で発症に関連しているとみられる事 

柄」の欄には、様式2の調査項目において判明した 

就業中以外の状況等で発症に関連しているとみら 

れる事柄について記載すること。

2様式2について

様式2は、調査項目ごとに調査すべき事項を示し 

たものであり、専門医から意見を徴する場合の基 

礎資料となるものであるが、それぞれの調査項目 

については、被災労働者、事業主、上司、同僚労 

働者、家族、医療機関等から広く調査すること。 

なお、記載に当たっては、聴取書、医証等に基 

づくこととし、関係資料は調査票の末尾に添付す 

ること。

(1)被災労働者に関する一般事項

職歴については主なもの、現在の事業場に雇入 

れ後の配属先については直近のものの記載で足り 

るものである。なお、発症の要因が業務内容の変

安全センター情報93年10月号27



脳•心臓疾患の労災認定

更等による負荷とされる事案については、変更前 

及び変更後の業務内容とについて詳細に調査する 

こと。

「通常の所定の業務内容」の欄には、単に職種及 

び役職にとどまらず、具体的な業務量•業務内容 

•作業環境等についても記載すること。なお、こ 

れらの事項は、過重性の評価に当たり基準となる 

ものである。

(2) 被災労働者の身体状況に関すること

被災労働者の発症前の身体状況については、健 

康診断結果のみならず、人間ドック等の成人病検 

診等が行われている場合は、その診断結果を把握 

すること。また、かかりつけの医療機関について 

も調査を行うとともに、産業医が選任されている 

場合であって、当該事業場所属労働者の健康状態 

を把握し、指導等を行っている場合には、当該産 

業医についても調査が必要である。

既往歴のうち、先天性心疾患等の特に発症と関 

連があると思われるものについては、症状の経過 

が判明する医学的資料の入手が必要であり、他の 

疾患についても同様の資料の入手が望ましい。

基礎的病態がある場合には、治療内容が判明す 

る医学的資料の入手が必要であるが、調査の際に 

は、例えば、高血圧症の治療において、急に服用 

を中止すると、服用前より症状が悪化する場合が 

あるので、併せて薬の服用状況についても調査す 

ること。

(3) 負懍及び過重負荷に関すること

医学的事項については、診察を受けた医療機関 

の担当医師からの聴取及び意見書等により把握す 

ることとなるが、その際次に掲げる医証が入手で 

きる場合には、これを入手すること。

① 診断書、死亡診断書又は死体検案書、剖検記 

録等

② カルテ(診療録)、看護日誌、臨床検恕S果等
③ CT、MRI、脳血管造影等のフイルム、心

電図、心エコー等

「症状の出現日の状況」の欄は、特に疾患名が特定 

されていない場合に疾患名の推定に重要な情報と 

なることがあるので、できる限り詳細に調査を行 

った上で記載すること。

発症前1週間以内の状況については、被災労働 

者、上司、同僚労働者、家族等からの詳細な聴取、 

事業場からのタイムカード、出勤簿、作業日報等 

の資料の入手等を行うことにより、業務量(労働時 

間、労働密度)、業務内容(作業形態、業務の難易 

度、責任の軽重等)、作業環境(署熱及び寒冷な作 

業場所等)、身体の状況(例えば、激しい頭痛、胸 

痛、息切れ、食欲不振等)等を詳細に調査し、記載 

すること。

さらに、就業中以外の状況等についても、でき 

るだけ詳細に調査し、記載するとともに、被災者 

の1日の行動の内容を時間を追って簡潔に記載す 

ること。

なお、症状の出現以前10日間の詳細な状況を調

査し、記載することとしているのは、通常、労災 

保険給付に係る請求の負傷又は発病年月日は、症 

状の出現日が記載されていることが多く、「発症」 

と「症状の出現日」との間に時間的経過があった 

場合は過重性の評価を行う期間(発症前1週間)が 

ずれることとなるので、発症から症状の出現日ま 

でに数日を経過する場合があることを考慮してお

く必要があるためである。

お父さんは過労死だ
北出さんの労災認定を求める会•編A5版266頁/領価1.500円 

発行.自治労相模原市職員労働組合TEL(0427)54-1111内線3877

第1車北出労災認定までの記録 

第2軍座談会
第3草 過労死■ストレス社会の問題 

第4章公務災害QGA 
【資料】
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4th EUROPEAN WORK HAZARDS CONFERENCE 2

日本でのケイワン体験をビデオ撮影
パーティーには「社会主義聖歌隊」も登場

中島由美子

9月のシェフィールドは空気が乾いている.東京 

で言えば、10月中旬ぐらいの陽気だ.日中の日差し 

は強いが風が冷たいので暑くはない。そして朝晩 

はとても冷える。

ロンドンから急行で北へ2時間、かっては鉄工の 

町として栄えたそのシェフィールドにある大学の 

構内(正確には学生寮)で、学生のいない夏休み中 

を利用して国際会議「第4回ヨーロッパ労災職業病 

会議」が開かれた。ここにEC統合を前にした西 

欧各地から300人以上が集まり、E C統合後の労働 

安全にっいての討論が繰り広げられたのである。

その「第4回ヨーロッパ労災職業病会議」が開か 

れるにあたり、シェフィールド地域労働組合から 

日本への参加要請がきたのは昨年初夏だった。ヨ 

一口ッバでは日本型労務管理、いわゆるトヨタシ 

ステムの導入が問題になっており、それにどう抗 

するのか日本の経験が知りたいという趣旨の要請 

だったらしい。

折しも7年に及ぶけいわん争議が解決して、ひさ 

しぶりの夏らしい夏を迎えようとしている私に、 

「まあひとっ、どんなもんか見てきてくれんかね」 

という全国安全センターの誘いで私は飛行機に乗 

った。同行者は鳥井(東京東部労災職業病センター 

事務局員•全統一労働組合)さんだ。私は会議の方 

は鳥井さんに任せて、交流第一でヨーロッパの人 

たちの活動を肌で感じてこようと思った。

会議前日の9月4日の夜はシェフィールド市長の 

主催で歓迎レセブションがあった。ここで出され 

たまずい食事には閉口しつつも、労働組合の会議 

に市長主催のレセプションというのには驚かされ 

た。保守政権の強い日本ではそうしたレセブショ 

ンはなじみが薄いが、シェフィールド市長は労働 

党で、この町はずっと労働党が強いということだ。 

確かに町全体を見渡しても古い労働者の町という 

趣がある。鉄工の町であり、以前のこの町はイギ 

リスの軍需産業をも支えていた。今でこそひなび 

た町の印象ではあるが、実はシェフィールドは産 

業革命のさ中、誇るべき技術を持った町だった。 

この町の労働者にとってそれは誇りなのだろう、 

町の中心部には鉄工博物館があり、19世紀の鉄工 

の職人さんたちの働きぶりを展示しているし、ま 

た、苛酷な労働を強いられた労働者の紹介もある。 

町を歩けば鉄工所が立ち並び、労働者を組織した 

活動家の肖像が描かれた建物があった。今も主に 

刃物、ナイフや鋏の生産地として有名な町である。 

とはいえ、イングランドで4番目に大きな人口 50 
万人を擁するこの町でも、鉄工がふるわなくなっ 

た現在、町おこしに力を注いでいるという。その 

ひとつはシェフィールド大学を中心とする文教に 

力を入れるということであり、また他方では大き
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4th EUROPEAN WORK HAZARDS CONFERENCE 2

左からポケ早川、ツイスト烏井、トリップ中島

なりますからがんばってみます」と早川くんはブ 

ロでも1〜2時間が限度という通訳を丸一日中3日 
間付き合ってくれた。ごくろうさまとここでもう 

なショッピングセンターの 

建設だったという。しかし

私が間いた話では、文教に 

ついてはユニバーシアード 

大会を誘致し施設を整えた

りしたのだが住民の間では 

金のむだ使いとの悪評で、 

また、設立当時ヨーロッパ 

で一番大きいとのふれこみ 

で建てられたショッピング 

センターも、産業といえば 

刃物ぐらいのこの町ではな 

かなか需要が伸びず、町お 

こしとしてはまるで意味が 

ないということだった。

公害追放のモデル都市で 

あるこの町は観光地ではな

いが、グリーンの映える近代ヨーロッパの町並を 

残している。「戦争で被災したから、あまりきれい 

じゃない」という町並だが、せせこましい東京の 

私の住む町、それでも都内ではまだ緑が多いらし 

い練馬の暮らしから思えば、なんともうらやまし 

いかぎりの美しい町だ。とにかく芝生がきれい。

木

そんな中で3日間の会議は始まった。さまざまな 

民族の言葉が飛び交う中で同時通訳のブースが設 

置され、公用語として英語が使われた。実行委員 

会は私たちのために日本人留学生の早川くんを通 

訳に雇い入れたが、なにしろ彼は会議の通訳は初 

めてということ、またヨーロッパの他の言語と異 

なり語順の違う日本語は同時通訳というわけにも 

いかず四苦八苦していた。私の知り合いのブロの 

通訳者の話では、同時通訳のできる通訳者という 

のは日本に数人しかいないらしい。まして彼はブ 

ロじゃない。

「ビジネスの通訳はしたことがあるんですが、こ 

ういう組合の会議は初めてなもんで。でも勉強に

—度感謝しよう。

それにしても言葉の問題というのは大きい。同 

時通訳ブースがあるように、参加者の誰もが英語 

を話すわけじゃない。オランダ人やドイツ人、イ 

タリア人は英語をよく話すようだが、スペイン人 

やデンマーク人はそれほど話せない。通訳のつく 

全体会議はいいけれども、討論主体のワークショ 

ッブとなれば言葉の問題は深刻だ。実際、次回の 

開催地を決める会議のときにも言葉についての議 

論があったくらい。例えば、英語のできるイタリ 

アやドイツほどスペインでは公用語を英語にする 

のは簡単ではない。もっと多くの人に参加しても 

らうためにも、英語だけではない言語も用いるベ 

きだという意見が数人からでた。なぜ英語なのか。 

多くの人が話すからという単純な理由では解決 

しない深い問題がここにはある。もちろんワーク 

ショップなどでの意志の疎通の難しさは英語ので 
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きない人にとって深刻だ。と同時にあたりまえの 

ように話される英語に抵抗がある人も少なくな 

い。英語が世界中の多くの国の第2言語であること 

も事実だが、これだけ広まったのには血なまぐさ 

い歴史があるのも事実。自国の言葉にブライドを 

持つフランス人は英語で話すことをいやがるとい 

う。「英語ばかりで話しているとフランス人は来た 

がらないよ」という会話を私は聞いた。それもま 

たフランス人への揶揄のようであったが、世界史 

の悲惨な過去のこだわりを言葉の問題は表してい 

る。しかしながらコミュニケーションの手段とし 

て英語を利用するのは悪くはないと思う。血なま 

ぐさい過去との引き換えにこれからの世界の連帯 

のために英語を使うのであればね。

日本語(しかも東京で話されている言語)しかで 

きない私が、英語の洪水のなかで会議に出席する 

などとはまったく無謀な試みであったことは間違 

いなく、疲れてくると、一切の音を遮断するかの 

ように何も聞こえなくなる。それでも無鉄砲な性 

格の私は、前号で書いたいきさつ(鳥井さんが「好 

きにしていいよ」と言ってくれたこと)によって、 

けいわんのワークショップに通訳なしに参加して 

しまった。けいわん患者の国際連帯のためにも、 

ステレオタイブでない日本人を知ってもらうため 

にも私はそこに参加したかった。

と偉そうに書いているけど、日本を発つ前に、 

もしも私の経験を話すチャンスがあればと7年間 

に及ぶ私の職業病の闘いの報告を英文で作ってお 

いたことが無鉄砲さに拍車をかけたのだ。英文の 

報告は全国一般東京南部支部の組合員であるトム 

•シモンズに頼んで書いてもらった。彼と私は3日 
間かけてこの報告を作成した。彼が私にインタビ 

ューする形で私の話をまとめていき、数回書き直 

して出来上がったものだ。そして、さらに彼に習 

ってこの文を読む練習を私は1週間かけなんと完 

全に暗記した。この暗記の努力はワークショップ 

で思わぬ力を発揮し、努力はしないよりしたほう 

がましということを知った。

「ユミコのドクターはどういう指示を出したの 

か」「1日どのくらい働いたのか」という質問にす 

らりと答えられたのも努力のたまものというほか 

はない。しかしそれでも問題は残っていて、スラ 

スラ答えてしまうと英語のできるやっと勘違いさ 

れ、次からペラペラやられてしまう。だから初め 

に「私は英語が少ししかできません。ゆっくり簡 

単な英語で話して下さい」とお願いすることが肝 

心だ。見栄を張ってヘタにうなずいたりするとわ 

かっているんだなと思われて§©PUOT<TUN!^ 
©〇 ?という状態になってしまうから、わからな 

いときは絶対にうなずいたりはしない。これは鉄 

則だ。ワークシヨツブでのグルーブリーダーのド 

ツグはその点よくわかってくれて、ほんとうに親 

切に面倒をみてくれた。そして、彼は私に英語の 

晴れ舞台まで用意してくれたのだった。

ドッグは私の話を誰かに話したらしく、2日目の 

このワークショップの全体会をしている最中私を 

呼び出し、きのうの話をもう一度してほしいんだ」 

と言った。彼は一人の男性と私を引き合わせ、「彼 

の頼みをきいてくれないかな」と実にわかりやす 

く話してくれた。男性の頼みとは、きのう話した 

私の経験をビデオに撮りたいということだった。 

え一っと驚いて躊躇することもなく(ここが私の 

我ながら恐ろしいところなんだが)、っいその気に 

なって「SURE(いいよ)」と調子よく返事してしま 

った。そこで全体会の途中ではあったが、私はド 

ツグを部屋に残し、その男性とふたりで中庭に出 

て行った。

中庭では中年の女性がビデオカメラにむかって 

彼女の経験を話しているところだった。カメラを 

動かしているのは若い女性だった。彼女は「0K」 

とフイルムを止め、中年の女性に礼を言ってこち 

らを振り返った。彼女たちは労働者教育ビデオセ 

ンターの人たちで、労災•職業病の啓発キャンベ 

ーンビデオを製作している。「私にできるかしら」
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エキサイティングコーラスーそろいの赤シャツの「社会主務聖歌降」(?)

と言うと、彼女は、

「心配しないでリラ

ックスして」と笑顔

で答えた。男性の方

も「心配しないで、

ドッグに話したよう

に話せばいいよ」と

勇気づけてくれた。

きのうのワークシ

ョップで話した私の

経験はトム•シモン

ズが書いてくれた報

告を応用した細切れ

みたいなものであっ

たのだが、カメラに 

むかっての私の話はそれこそ暗記した全文そっく 

りそのままだった。

途中つっかえたものの、生まれて初めての英語 

によるスピーチは、晴れ舞台にもってこいの晴天 

の青空、小鳥のさえずり、さわやかな風の中で行 

われた。誰が学生時代の私の英語の成績がめちや 

ひどかったと信じるだろうか一と満足したくらい 

だったが、発音のせいで通じていたかどうかは疑 

わしい。あとで男性の方に「私の英語がわかって 

もらえますように」と言ったところ、たまたま隣 

にいた彼の友だちのスコットランド人に向かって 

「スコティシュ•イングリッシュよりうんとわか 

りやすかった」なんて冗談言ったくらいだったか 

ら、私の場面ではひょっとしたら字幕が出ている 

かもしれない。でも、とてもよい経験だった。小 

さな努力でも報われればそれが次の努力への原動 

力になるし、がんばってみようという気になるも 

の。結局このビデオ収録のためにけいわんワーク 

ショップのまとめの全体会を途中退室したが、ひ 

とりの日本人のけいわん患者とそのたたかいをを 

知ってもらうチャンスになったと思うと私はうれ 

しかった。

実行委員会もずいぶん力を入れたんだなあと思 

わせるパーティが1日目の夜に開催された。パーテ 

ィこそ私の本領発揮というべきところだから実に 

おもしろい夜を過ごしたのだった。

夕食力嫩わって参加者の帰りたいャツは帰って 

いき、残りたいヤツ(パーティ好きや酒のみがほと 

んどのようだけど)カヾ残ってうだうだしていると、 

会議場の方から集まってくれとマイクで呼ぶ声が 

間えてきた。

「鳥井さん、パーティが始まるようですよ。行っ 

てみましょうよ」と言うが早いか、そういうとき 

だけ腰の軽い私は、鳥井さんと早川くんより率先 

して会議場へ入った。会議場は昼間の会議用テー 

ブルが片付けられていて、まるで大きなパブに来 

たみたいになっていた。演壇だったステージには 

ドラムやキーボードが設置され、大きなコンサー 

卜用のスビーカもスタンパイされている。きっと 

パーティ実行委員は、私たちが夕めしを食ってい 

るあいだにせっせと準備したんだろうと思う。い 

かにもミュージシャン風のあんちゃんがミキサー 

をいじっていた。
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だがここはパーテイ会場というだけで、酒は階 

下のパブから買ってくる。ビールを一杯飲干せば、 

また下へ買いにいく。これがしちめんどくさい。 

だが酔っ払いには酔っ払いなりの義理があって、 

誰かが買いにいくときは必ず周囲の人に声をかけ 

るので、ついでに買ってきてもらうようにしてい 

た。もちろん仁義に違わず私もバーボンなどを買 

ってきてあげた。酔っ払い同士というのはお互い 

の体温が上昇するせいか、そもそも酔いで言葉が 

いいかげんになっているせいか、オーラが通じ合 

うというか、日本語で「ちょっと買ってきてJと 

言っても、お金を出せばそれで通じてしまうのだ 

った〇そういうふうにしてガンガンビールだのウ 

イスキーだのカクテルだのを呑み(ただしつまみ 

はまったくなかった)、いい調子になってきたこ 

ろ、司会者が現われいよいよ出し物の出番という 

ことになった。

初めに登場したのは、全員赤いTシャツに黒い 

パンツという装いの混声合唱団だった。この合唱 

団は直訳すれば、「社会主義聖歌隊」ですと早川く 

んが言うと、社会主義に聖歌はおかしいなあと鳥 

井さん。なんでもいいやと私。赤いTシャツの一 

団はぞろぞろとステージの下に集合し指揮者がリ 

コーダー(立笛っていうのがいかにも素人っぽい) 

で音をとると、ゆっくりと歌い出した。

その歌は音が格別よいわけでもなくまあフツウ 

のコーラスなんだけど、鳥井さんは「いきなり総 

立ち」を思わせる高ぶりで、おお、こ、これはと 

感激している。そして興奮した鳥井さんは「中島 

さんっ、インターナショナルですよっjと叫んだ 

のだった。合唱団はこの「インターナショナル」 

のサビの部分で、団員がつぎつぎにこぶしを挙げ 

ていくという演出をしていて、それは革命歌らし 

いノリを見せていた。思わずいっしょにロずさん 

でしまう鳥井さん。対照的なのはポケッとした表 

情の早川くんだった。私はとなりにいたイングラ 

ンド人にこの歌はこの国でポピュラーなのかと間 

いてみた。すると彼は「社会主義者の間だけでねj 
という返事をした。日本もそうよ、若い人は知ら 

ないんじゃない？「たぶん」ということだった。

赤いTシャツの人々はそのあと黒人労働者の歌 

だとか、炭坑で被災した労働者の歌だとかを数曲 

歌って引き上げていった。次に登場したのはシェ 

フイールド安全委員会のメンバーも加わっている 

労働者バンドだった。ピエロみたいなステージ衣 

裳を着て、アコーディオン、クラリネット、パン 

ジョー、ギターといった編成でなんかイギリスの 

カントリーっぽい演奏を披露した。その演奏が終 

わると、司会者が(たぶん交代したんだと思うけ 

ど)突然デイスクジョッキー調のしゃべりになり、 

ローリングストーンズの「サティスファクションj 
が大音番でスピーカーから流れ出した。

人々はテーブルを立ち、踊り出す。しょっぱな 

の「インターナショナル」ですでにノリまくって 

いる鳥井さんも踊り出す。私も立ち上がる。ディ 

スクジョッキーは「のってるか一い」ってな調子 

でブリティシュロックをどんどん出していく。才 

ランダ人のフランクが踊りながら私に近づいてき 

て、「日本に行ったとき、ディスコにも行ったけど、 

アメリカのダンスミュージックばかりでつまらな 

かった。日本ではこういう音楽をやらないの？j 
と息を切らしながらきいた。こういうの好き？「イ 

エス」。私もこういう方が好き。「グッド。こうい 

う方が踊りやすい」と言うフランクは、はっきり 

言って踊りがヘタだったが、2 メーター近い身長を 

音に合わせてくねくねさせているのだった。ふと 

ワークショッブで同じグルーブにいたけいわん患 

者が目に入った。彼は汗をびっしょりかいてすで 

にトランス状態だ。そう、そう、踊りは全身運動 

だから治療にいいのよ。

途中から音楽はアメリカンオールディーズが挟 

まれ、「ロコモーション」ではみんなが歌詞にある 

ようにつながって(フォークダンスのレッツキッ 

スみたいに)盛り上がっていった。疲れて席に戻る

安全Gンター情報93年10月号39



4th EUROPEAN WORK HAZARDS CONFERENCE 2
NaJujiou YamJko 
dndoped a debUHadn露 
occxrpirtooal in>117 u I 
compiler opent or durin 置 
the nJ nt yean ibt wwkH 
rortbclAteraartMal

CoHer OMQ

Ha job dmundal fifty .fi相 forty 
tour wedu, waver 2,196 toura 
•戸。frrpcWhwUikj Twdw 
•nd • half percml of h«r aakry 
wii paid lo ba n t*o dr/crrad 
paymcnU cuphaniiliully re- 
fcnrd tou« banua'. • manda- 
ton tniocsi frn 'loan* dedueud 
trontWy Ihsra cn^Joywa, who 
rubuthtt thr conpan; »i®l Ibtir 
«*ige», a wry tarmcn pnctke 
n Japan Since pouwo bmfiti 
arc calculated b«a«d oa tha 
nwnlNy lahry. ihii '\ann' al 10 
meant ba rturtmml aOowance 
wu aignificantly tvducad Sh« 
wai cheated monthly and *hen 
»hc rctirwd

Shooting pain
Whda iba wai watin|. iha

hand, her gnp »»• too w«ak to 
told • pav ih« ccpcncnoad aha/p 
ihcotmg pairn ftwn b« hand to 
bcr ihuuldar, her back muedca 
alternately evinced numboBnarri 
deep pain, and her itouldcr U- 
>wn« vtry ftiff She wai wry 

-• *itm 
Sba

■ndhacya««nahvapdryuid 
muted

She told lh« eompny of b« 
probloro They mpendod with 
diibchef uying (hat it wu o«M 
re la ted to her wok They did n« 
.comida c«Multing a ipwiallrt 
•■nd news took «ny intare«t n 
■ulntintiating thro derail aOi- 
tudetowinliha IbcyaoaT^Ki 
to dismiu her and tn ad to no ba 
off by p<D»unn^ toignon ba Sha waa fcraed to 
«uffa vwhd abuw fitra b«r «n- 
ployoi, odutled ftora lb* oor- 
mal company aodil fUnctiani,

A fight against occupational Injury

YUMIKOfS
STORY

frvquatfytoUtfttihaproMm* 
•er m^ahad to wok ud •〇■ 
auadofbangloy. Tbaraploy- 
<n nd orpJoyw did ad dniy 
(hat tha froblani were rail, but 
they iaraUd that tbay ww® oo( 
wofkretalBd. 

Unpaid leave 
A ipocwlift h blmal modidn 
told ha Iha poblro wre io- 
desd work raiued and namicud 
her to real Sbt bad ao dwtaa bul 
ta Uka u> erttofed. ur^aid lea w 
ofabBcocabKauMoftfMiMwrity 
of th« rymplmni Sha raorived 
ooulvy durir^ba wvtntnontfM 
lavoofibwxKc. Sheliwrfanbff 
■•vingi liooe tb« Ubw Minixtiy 
took t*〇 ywi to rvpcod to bcr 
cbm and p«y •wkm oompcnM- 
tioo.

Prior to Yumftn,» Imw «rf ate- 
am «n<*h« wcra*n rwigntd 
from lh« aotnpaoy, Ullin羅 
YumikD priwufy that tha had 
iheMmeiyrrTMonw Shtrarignad

quiedy »wn (tea carfaar. aihid 
to enhn (ha dcrvxn tad abuaa 
(hat Yumifaj wu opmcoch*. 
Tha company*! oanpaifn ofhu- 
■unxnt and deni*I wtre dfce- 
tiva in rupprutng lh« tnoli

After wurnlni lo work. 
Yumikow>ihMW«Brl(iiOy. 5ha 
*>1 gixn jurt (hoae rponfic 
npvDtHD tbal would «Mwbate 
ba lympteru Tlx •Anmi»v>- 
(icn now tratiad her " • perrco 
who hid • «ned»aaDy (kagsaaerf 
occupa bona I injury. 

Intimidated 
IMC han hbtnry of paying law 
wige« and impaiint J<M0 houn 
of overtime • rrxmlh cn in w»k- 
cn, who in too intimidnad to 
challenge Ibt king bain and low 
pay, Th« campaiay oamistendy 
ditpaKhei rav>toy«a to work 
trmpenniy tn oompuan with 
wortjni cmditioni w«D Wow 
thchfil minimuma Tlwyofim 
wrxk in ciiviiuuiKiiu with pol.

hntd «u and ewainx rwi»c hr- 
di Their hahh n of «|Mlly 
betk eonxm to the cwn^aiM 
thal exploit their labour. 

Dirty trlcki 
In 1984 Yuradto formed a uuan. 
^failed wvh Oa NaMral Un- 
ion of 〇tnwal Wtnkera 
(WOW). w«h four ether cm- 
ployBD to imfrovt ihdr *crtin( tmimara ThtoarrfwnyraKlad 
thuji^iy. The prvndmt acovOy 
talWhtT fiilhtr and aOBn^ttri to 
compramne her fawuly. Ha !■- 
th er. hrnvevw. rtral by h» tad 
chsrcdhcron. The unicu. mm- 
peUod to deal with (hh duldiih 
dupiay of tbantt bth>vwur. 
Cranky pnXeslcd this cnwcc 
ofbapri^ bfe ud te pren- 
dtrt、jwwik aUcnijM lohart- 
be body and ntnefe upon teir 
Ima 

Settlement 
After nine 戸n 0( conflia «nd 
antffipa «t txjauUom. filed ■ 
AMapinMlMCin^l tahJy 
of 1992. tfw Dixria Coal of 
Tokyo m YwnAo t ft-
tour.andortevdlMZtopayba 
durafn 3h« oonbtfen <hi* • 
rootuoon of aon  ̂t*M in Om cw* 
rentrajcrroedinwUMiiiibwl 
10m lotuuon;ibo u unenpioytrf 
and Kill w*h • chrmic
dinbiUty Wen i< not fa th« 
urocn.»h«wouHhiwftwdaM* 
wora*

r上

WHIN
PO Box 199 

Sheffield 
S11FQ

United Kingdom

Wcrtw». ManwM NiM M l~>

と、早川くんがポケッとしたままの状態でコ 

ーラを飲んでいた。疲れたのでそろそろ帰る 

と言う。鳥井さんの昔とったきねづかの激し 

いツイストが年齡を感じさせたころ、「睡魔 

に勝てない」と早川くんは帰っていった。そ 

れでも鳥井さんは「いゃ一。この選曲には思 

想性がありますよ」とわけのわかんないおも 

しろいことを口走り、しばらく休んでまた踊 

り出す。“ロコモー■ション”や“ブリテイウ 

ーマン’’のどこに思想性があるんだかしらな 

いけど、興奮している姿がかわいかった。そ 

ういうダンス好きの横で、こういう大音響の 

中でも議論に熱中している連中というのは 

いて、周りの音が大きいせいか、そういう連 

中の議論は口角泡を飛ばす勢いで白熱して 

いるふうだった。

しばらくテーブルで休んでいると、ステー 

ジにバンドが登場。シンプルな編成のブルー 

スバンドで、ヴォーカルは女性、オリジナル 

を演るという。きょうの目玉はこのバンドで、た 

ぶんセミブロじゃないかと思う。地元のスターな 

のかもしれない。パンドがガンガン演奏をはじめ 

て、トリップしている活動家ダンサーを見ている 

と、実にいろんな人がいる。めちゃくちゃ踊りの 

うまいヤツもいるし、ちよ一へ夕なのもいる。で 

もみんなノッてる。日本の活動家だって鳥井さん 

のように踊る人も多いはずなんだろうけど、まず 

このようなダンスつきのパーティには私は参加し 

たことがない。日本にはカラオケがあるからかし 

ら、それとも会場がないからか、そういう催しを 

組合で交流企画として提出しても却下されそうだ 

な。日本の組合の「交流」とは話をじっくりする 

場にしなけりゃいけないような強制力があるから 

ね。こういうパーティは踊りのうまいヤツもへ夕 

なヤツも楽しめるのがいいよね。なあんてことを

スをしながらねっとり踊るカップルを見ながら考 

えていた。(そういう人たちをついついみてしまう 

なんてなんてまったくジャバニーズってや一ね) 

そんなふうにぼんやりと考え事をしていたら、 

「私たちといっしょに踊りませんか」と誘う男たち 

が現われた。スペインからの参加者だ。そのうち 

のひとりが私の手をとり(こういうところがラテ 

ン男なのよね)、「あなたは踊りが好きそうだと、 

さっきから見ていて思いました」とていねいに言 

う。私はすぐ立ち上がって彼らと踊り出したが、 

誤解のないように言っとくけど、交流第一という 

任務を果たすベく踊り出したのであって、けっし 

てさっきのカッブルが羨ましかったからではない 

からね。

そうしてシェフイールドの夜は更けていき、気 

持ちのよい疲れの中で眠るまでダンスしまくった

スローな曲だろうが、ガンガンだろうが、ぴった 

り腰を合わせたままブッチューと音の出そうなキ

のであった。

スペイン男の話は次回にまた。
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連載⑥

井上浩
全国安全tzンター則現長

1951年4月1日、それまで課制のなかった労働 

基準監督署に規模に応じて2課制から4課制ま 

での課が誕生した。国家公務員の賃金制度が職 

階給制になったからである。職階給制度は「階j 
級によって賃金が決まる制度だから、課長や係 

長の役職者にならないと賃金の上限が低くな 

る。これから全官庁に役職者の洪水が起きるこ 

とになる。監督署もそのため課制が設けられた 

のである。名古屋南監督署は大規模署であるか 

ら4課制となり、第4課は労災保険業務を担当し 

た。仕事の中心は労災保険給付の支給決定で、 

これは6人の監督官と1人の事務官で管内を7地 

区に分けて分担した。ただし、診療費の請求の 

多い大病院は別途に1病院づつ分担した。わた 

しの分担は当初港区と臨港病院、後に中川区と 

液済会病院であった。この7名の地区担当官の 

ほかに事務官6名が保険支払いと統計事務等を 

行っていた。当時は現金支払いで大変だった

ようである。支払額は年間1億2千万円で、当時 

としては莫大だった。

さて、クリスチャンの中村課長の要求はきび 

しかった。調査は会社だけでなく必ず本人と主 

治医にも会えという。本人はともかくとして、 

医者めぐりには正直いって閉口した。しかし、 

我慢してまわっている間にやがて要領をつか 

むことができた。地区担当官の中には、担当の 

病院に調査に行っても調査せず、主治医に調査 

復命書を書かせて自分は2階で事務員と麻雀し 

ていることを自慢にしていた監督官もいた。

1951年4月18日(水)晴

臨港病院とH(株)を調査oY事務官とK氏が 

D組の件で何か問題を起こしたらしい。

8月10日(金)晴

三重県川合村飯田医院に調査に行くつもり 

が、中川で間違えて遂に伊勢参宮。川合髙岡駅 

前菓子屋夫婦あまりにサービスがよいため固
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井上浩「監督官労災日記」

辞すれど茶代を押しつける。

8月28日(火)晴

N重工業のKさんの血尿の業務上外調査に 

行くことにする。名鉄熱田駅で市電に乗り終点 

の6号地で下車。署くて砂ぼこりの舞い上がる 

白い道を歩いて行く。トラックの往来が多い。 

両側は大工場が続く。やがて目的の工場に到着 

し労災担当のSさんに会う。

「実は労災請求のあったKさんの件で来たの 

ですが、傷病名が『血尿』とあるだけなので調 

査のためにおうかがいしました」

「病名とはいえないのでおかしいでしよう 

ね。実は主治医も病名を決定しかねているので 

す」

「困りましたね。Kさんの入社はいつで、仕 

事の内容はどうなっているのでしようか」 

「入社は昭和22年6月20日で、仕事はスクータ 

一の座席のレザーを張る作業です」 

「具体的な作業はどうなっていますか」

「座席のパネの間に物を詰め込み、その後で 

下腹部でバネを押え付けながらレザーを張る 

のです」

「作業台の髙さとKさんの身長は」 

「作業台の髙さは76cm、身長は151011、ついで 

に体重は45kgです」

「パネをおしつけるのに要する力は」 

「前部が24.4kg、後部が9.2kgです」 

「では症状の経過を説明して下さい」

「最初は昭和23年4月末頃から下腹部に疼痛 

があり、軽い血尿がありました。そこで市内の 

K病院の診察を受けたのですが、そこではぼう 

こう結石を疑ってX線撮影をしたのです。しか 

し、結石は見当たらず、原因不明のまま約1か 

月休養してほぼなおりました。ところが今年の 

7月下旬頃に再発悪化したので今度は〇診療

所に行きました。しかし、やはり原因不明なの 

で市立N病院の泌尿器科に行きました。ところ 

が、ここで業務上疾病だというので労災請求を 

したわけです」

「他の作業者の健康状態はどうですか」

「昭和22年7月に入社した人が1人腎臓炎で休 

んでいましたが、血尿は出なかったようです。 

その他は下痢1名です。ただし、腹部の膨張 

感はみんな訴えていますが血尿はないようで 

す」

「Kさんの病歴は」

「昭和25年7月4日、痔の手術を受けた以外は 

何もないようです」

「血尿といいますが沢山出たのですか」 

「今年の再発の場合には沢山出たようです。 

〇診療所の検査では、赤血球++++、円柱+、上 

皮細胞+、蛋白+++となっています」

わたしはあらためてたずねた。

「それで、その作業は何か改善したのでしょ 

うか」

「はい。1月交替にしたほか、スプリング圧縮 

器を現在考案中ですj
わたしはうなずくといった。

「では、主治医の意見も聞きたいと思います 

ので、これから市立N病院に行き、その結果に 

より結論を出したいと思います」

Sさんは北区にあるその病院への案内を申 

し出たので、さっそく同行してもらう。

わたしたち2人は、それから約1時間市電と市 

パスを乗り継いで病院に到着した。直ちに泌尿 

器科の科長である40年輩の医師に会う。少しい 

んぎん無礼な感じ。

「初診はいつですか」

「8月旧です」

「血尿が出るということですが、どこからで 
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すか。尿道か、ぼうこうか、腎臓か」

「ぼうこうです」

「血尿の原因は結石であるとか、機械的損傷 

であるとかいろいろあるでしようが、すべて検 

査しましたか」

「やりません」

素人の質問にご気嫌斜めのようである。

「じゃあ、どうして診断したのですか」 

「ぼうこう鏡でぼうこうの中を見ました」 

「どんなふうになっていましたか」

「ぼうこう粘膜が輪状に突起して出血してい 

ました」

「原因についてのお考えは」

「スクーターの座席にレザーを張るとき、絶 

えずぼうこう部を圧迫していたからでしよう」 

「すると血尿の原因は仕事であって、つまり 

業務上の疾病ということですねJ
わたしがそういうと、医者は不思議そうに 

「業務上ですとJ
「はい。血尿の原因は作業であると」 

医師は頭を左右に動かすと

「とんでもない。原因は作業なんかではない」 

わたしはびっくりした。

「ええ？仕事が原因ではないのですか」 

医者は軽べつの色を顔に浮かべると 

「だから、あんたたちはだめなんだ。西洋医 

学を丸飲みにしている」

「はぁ？」

「大体ね、病気なんていうものはその人の生 

活全体から来る。だからこのKの場合もそう 

だ。Kという人間は、家庭でいつも夫婦げんか 

をしたり、親不幸をしたりしている。Kが血尿 

が出るような職場に入ったのは、そのKの生活 

のしからしむるところだ。だから、血尿の本当 

の原因はKの不道徳な生活だ」

わたしは先程からびっくりし通しであった。 

そして改めて医者の顔を見直したがまじめそ 

のものである。わたしは、はっと思い当たるこ 

とがあった。そうだ、こんなことを主張してい 

る宗教がある。これはまともに向き合える相手 

ではない。宗教論や医学論を關わせることはも 

とより、相当因果関係論を持ち出せる相手でも 

ない。わたしはSさんに目配せすると立ち上が 

った。その2人の姿を見て医者はいった。

「わたしのこの立場は独創的なもので、近く 

学会においても発表するつもりだ。あんたたち 

も西洋医学にだまされんようにして下さい」

しかし、役所に帰ったわたしは、その医者の 

希望にもかかわらず、西洋医学にだまされて業 

務上決定を行った。

9月26日(水)曇後雨

N造船のKさんと小木の船撟医院(通称腫れ 

物医者)に長期療養者のHさんのことで調査に 

行く。休業が長期にわたると課長から調査する 

ように指示されているからである。

このN造船の関係で最も困っていたのは当 

時の労災保険法第18条の規定に基づいた支給 

制限であった。これは会社が労災保険料を滞納 

すると、監督署が労働者に支給する保険金を30 
%減じ、その減額分は労基法第8章に基づき使 

用者が補償するというものであった。そして、 

使用者が補償した金額は後に労災保険料を完 

納しても返ってこないのである。これは使用者 

にとっては痛かった。労災保険料を滞納するよ 

うな会社はもともと経営が苦しいところへ持 

って来て余分に30%を負担するのだから大変 

である。ところでKさんの勤務するN造船は不 

況で苦しかった。おまけに造船業のため労災が 

多発する。労務主任のKさんは、戦前台湾の
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蓥察官で階級も藿部補であったから労基法違 

反はしたくなかったはずである。しかし、1名 

いたSさんという部下も実家が旅館をやって 

いるからといって辞めてもらったほどの苦境 

である。とうとう30%の補償はだれにも行わな 

いままで時日力呼?過した。そのため困ったのは 

労災患者である。見兼ねたわたしは労災担当監 

督官としてはやらないでもよいことをやった。 

労基法違反として会社に餐告し、30%の会社補 

償分を期限付きで支払うという装約書(請書と 

称していたが)を取ったのである。このときの 

Kさんの驚きは大きかった。

「いままで、こんな書類を提出したことはあ 

りません」

「わたしは監督官ですから違反について定め 

られたとおりの手続きをとっただけです」

当時労災保険料の収支状況は極度に悪化し 

ていた。25年度の保険金支払額は75億円弱であ 

るが、一時借入金の総額は25億円にも達してい 

たのである。

そこで、保険料の滞納状況のカードを見ては 

厳格に支給制限を行うことになっていたので 

あるが、その事務があまりにも複雑で担当官全 

員が音をあげていた。そのため中にはカード照 

合の手を抜いては課長から注意されるという 

こともよくあった。後になって、この制度は労 

働者を苦しめるものだとして改正されて現在 

の费用徴収制度になり、労働者には保険金全額 

を支払い、事業主から別途その费用を徴収する 

ことになった。それで最も救済されたのは炭鉱 

労働者ではなかったろうか。

支給制限とともに事務の繁雑さに閉口した 

のは大病院に診療费を支払う場合のカード記 

入であった。前述したように担当官はみんな地

区に関係なく大病院をひとつづつ担当したの 

で、毎月何百人分かの診療费の請求書が来る。 

これを新規分は新しくカードを作成し、2回目 

以降の分は以前に作成したカードを探し出し 

て診療内容と金額を記入しなければならない。 

これが業種別に合計されて保険料率が決定さ 

れるのだから手を抜くわけにはいかない。しか 

し、これも手を抜いて課長に発見されては頭を 

かきかき記入している担当官もよくいた。病院 

によっては金繰りのためにすぐにも支払って 

もらいたいところもある。そうすると担当官の 

中には病院の事務員さんを呼び、因果を含めて 

こっそりカードの作成や記入をさせている人 

もいた。そんな担当官には、課長や署長に持ち 

まわりで決済を受けて、数10万円の診療费を請 

求の翌日に支払うという離れ業を見せる人も 

いた。

般の補償請求書も大きな会社では毎月数 

10枚も提出して来た。それでも中日本(現在の 

三菱)とか東亜合成などという大会社から出て 

くるものにはひとつも間違いがなくて助かっ 

た。たまに計算が違うと思って電話すると、こ 

ちらの計算違いのことのほうが多くてよく恥 

をかいたものである。これに反して小さな港運 

会社とか合板会社等には間違いも多く手数が 

かかった。しかし、次のような楽しい日記の記 

事もある。

7月28日(土)晴

13時40分発。第4課全員で知多半島長浦へ海 

水浴。夜、海岸でブランコに乗っていると頭上 

の銀河がゆらいで夢のように美しい。宿泊费用 

負担はもちろんない。財源のことなどは全く考 

えなかった。酔っていたのだろう。
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「働き続けて増悪」は業務上
大分♦タクシー運転手のくも膜下出血

国東半島を観光案内中にくも 

膜下出血で倒れたタクシー運転 

手に対して、大分県労働者災害補 

償保険審査官は、93年7月20日付 

けで、大分労働基準監督署の業務 

外決定を取り消す決定をした。

被災労働者は、別府市の関汽夕 

クシー株式会社で77年以来タク 

シー運転業務に従事してきた藤 

田正直さん(45歳)。藤田さんは、 

88年3月7日、東急観光㈱新宿支店 

の依頼による新婚旅行客を大分 

空港で出迎え、国崎半島史跡めぐ 

りをして別府市内の杉の井ホテ 

ルへ送り込む業務のため、8時17 
分に出勤。2〜3日前から降雪があ 

ったためスパイクタイヤに替え 

て、8時48分に出発。9時50分大分 

空港到着。客が着くのを待ち、10 
時20分に空港を出発。10時45分両 

子寺、11時30分富貴寺(昼食もと 

る)、12時50分真木大堂と、国東 

半島の史跡をめぐり、13時35分頃 

熊野磨崖仏に着いた。

熊野磨崖仏の、鬼が一夜で作っ 

たと言い伝えられる石段(通称 

「鬼の階段」>を客と_緒に上り、 

写真をとってあげたが、3枚目を 

とろうと振り向いたときに、「頭 

がグジュグジュという音がし、吐 

き気がすると同時に目の前が真 

っ暗になり、吐き気を我慢して客 

に上の社の参観をすすめ、薮の中 

に嘔吐した」。タオルを水に溜ら 

し頭、顔、首を冷やしながら客の 

帰りを車中で待ち、とにかくホテ 

ルへ送り届けねばと思って、14時 

5分に別府へ向かった。

途中、「お客さん、運転できま 

せんか」と問いている。25分ほど 

走行して吐き気を催したが、通行 

量が多いためなかなか停車でき 

ず、車を止め2度嘔吐。発症直後 

から約25分間運転を継続したこ 

とになる。これ以上車の運転はで 

きないと判断して、会社と無線連 

絡。14時35分に連絡がとれ、応援 

を求める。2〇〜30分後、1名到着、 

客を乗せ替えホテルに向う。その 

後10分ほどして2名到着、藤田さ 

んを乗せたまま1名が運転して別 

府へ。途中から救急車に移し、国 

立別府病院へ。くも膜下出血の所 

見が認められ、精査のため国家公 

務員共催組合連合会斩別府病院 

に転移して手術を受けた。幸い、 

生命はとりとめたものの、手術 

後、脳血管攀縮に伴う脳梗塞によ 

り左片麻痺が残った。

藤田さんは、所属する労働組合 

(全国一般関汽タクシー分会)、 

(社)大分県勤労者安全衛生セン 

ター等の支援を受けて、89年4月 

27日に、大分労働基準監督署に労 

災申請を行った。しかし、大分労 

基署は、90年12月6日付けで業務 

外(休業補償給付請求の不支給) 

決定。これに対して、92年1月23 
日に大分労災保険審査官に対し 

て不服審査請求を行った。

今回の大分労災保険審査官の 

決定書では、結論として、次のよ 

うに言っている。

「総合的に判断するに、熊野磨 

崖仏の階段で発症したとされる 

能動脈瘤破裂によるくも膜下出 

血は、労働省通達(昭和62年10月 

26日付基発第620号)により調査 

した結果、業務に起因した疾病と 

は認められないと判断された。

しかし、請求人は、くも膜下出 

血発病後も『業務中止』や『安静 

-受診』の選択ができない状況の 

なかで、症状発現に曝されながら 

も労働契約の本旨に基づき、事業 

主の事業目的達成のために業務 

の遂行をなしたものであり、この 

ことによってくも膜下出血症状 

の増悪を招来したものと判断さ 

れ、請求人の現症状であるくも膜 

下出血による左片麻痺は、業務に 

起因することの明らかな疾病で 

あると判断する。

従って、監督署長が休業補償給 

付を支給しないとした処分は失 

当であって、取り消されるべきで 

あると判断する。」

參増悪が業務に起因すれば労災

認定
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労災認定を求めて労基翟•審査官に何度も足を運んだ

くも膜下出血の発症の業務起 

因性を否定したことは不満であ 

るが、そうであっても、その増悪 

が業務に起因すれば労災認定す 

べきとしたことは画期的である。 

労基署が、発病後運転継続の経 

緯にふれていない点を指摘した 

上で、距離的に「直ちに代替車と 

交替することができなかった」と 

いう状況もあるが「それにも増し 

て、会社の方針であるエージェン 

卜の客に迷惑をかけないように 

という通常からの指示により行 

動したもので、この場合、自らの 

業務中止の選択の自由はなかっ 

たと見るべき」としている。

労基法施行規則第37条は「労働 

者が就業中又は事業場若しくは 

事業の附属建設物内で負傷し、疾 

病にかかり又は死亡した場合に 

は、使用者は、遅滞なく医師に診 

断させなければならない」と定め 

ている。今回の決定は、会社の安 

全衛生管理责任と労災認定を関 

連づけたものとして評価できる。 

裁判例では、医師の乗船してい 

ない船に乗り込んで胃ガンによ 

り死亡した船員について、胃ガン 

は公務災害ではないが、治療する 

機会を奪った結果の死亡は公務 

災害であるとした例(70年6月30 
日東京高裁判決)等々の判例の 

積み重ねがあるが、労働省は「そ 

もそも安全配慮義務(健康保持義 

務)という概念は民事上の損害賠 

償の法的概念であって、労災保険 

法上、業務起因性を判断する要件

とはならない」(平成3年6月21日 
事務連絡第20号)としている。知 

り得る限りでは、新認定基準以前 

に、脳血栓症を発症し、適切さを 

欠く医師の応急措置及び付添人 

もつけずに6時間以上も宿直室に 

放置されたことにより急激に悪 

化して左内頸動脈閉塞症により 

死亡したケースを業務上と認め 

た労働保険審査会の裁決(77年2 

月28日)があるのみだった。 

參異例参与会の3回開催
大分県での労働保険審査官へ 

の不服審査段階での認定手続に 

ついては、参与会に、入手した医 

師の意見が削られ、またはゆがめ 

られて報告され、判断を求められ 

るという問題が生じたことがあ 

る(「安全センター情報」91年2月 

号、92年3月19日朝日新間夕刊)。 

実は、今回も、請求人が提出し 

た医師意見書(後の「医師意見書J 
の⑤大分協和病院•山本真医師) 

が参与会に示されなかったため、 

参与会で「請求人が提出した医師 

意見書についても処分経過の中 

で記載すべき」等の意見が出さ 

れ、3回も参与会が開かれること 

になった(参与会では「くも膜下 

出血そのものは業務起因性がな 

くとも、発症直後に運転を継続せ 

ざるを得ない事情があり、症状の 

増悪をきたしたのであれば、補償 

が必要」との意見も出された)。 

その結果、意見を直接採用しな 

かったものの、労基署からの審査 

官への意見でもふれられていな 

かった前記意見書についても、裁 

決書ではふれることになった。

調査资料の開示と調査手続に 

関する点でも示唆に富む事例で 

ある。なお、今回、決定に際して 

収集•提出された医師の意見は 

次のとおりであった。

① 国立別府病院•A医師
業務との因果関係の有無につ 

いての意見なし。

② 国家公務員共催組合連合会新
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別府病院•B医師
業務との因果関係の有無につ 

いての意見なし。

現在の左片麻痺は、くも膜下出 

血後(術後)5日目より脳血管挲縮 

に伴う脳梗塞によるもの。

審査官が改めて、発症直後約25 
分間の運転業務の遂行が症状に 

与えた影響について、意見を求め 

たところ、

•脳出血の程度により個々に症 

状が異なるので判明しない。少 

しの出血の場合は差し当り運 

転が可能な場合があるが、この 

ような場合は、直ちに安静を保 

ち、受診することが当然であ 

り、悪影響を及ぼさなかったと 

は考えられない。

•このようなことに関する医学 

文献や明確な症例等もない。 

•時間的にまたは距離的にどの 

程度(の運転)なら良いとか悪 

いとかの判断はできないので、 

文書での意見は書けない。

③ 大分県立病院•C医師(労基署 

が意見を求めた)

タクシー乗務員はくも膜下出 

血を多発させる業務ではなく、発 

症当日及び発症前1週間の業務に 

特別の負荷はない。個人の身体的 

条件に起因するものが主体とな 

った発症。

④ 大分労基局地方労災医員協議 

会(労基署が意見を求めた)

発症当日及び発症前の業務は、 

日常(通常)業務の範囲内、突発的 

な出来事にも遭遇していないか 

ら、業務に起因したものとは認め 

がたい。

⑤大分協和病院•山本真医師(議 

求人が提出)

当日の気温の低さ、道路状況の 

特殊性、熊野磨崖仏の「鬼の階段」 

登り、等の循環器系への負荷とな 

る特殊な状況が複合したところ

に、急坂登りが発症のひきがねと 

なったものと考えられる。

大分労基署は、③、④の医師意

見書等を根拠に、異常な出来事と 

の遭遇、過重な業務への就労、過 

重負荷を受ける、いずれも認めら 

れないので業務外とし

ていた。

参加型トレーニングの1日コース
東京參日本電気計器検定所労組安全衛生対策会議

日本電気計器検定所は、日本電 

気計器検定所法第23条に基づき、 

①電気計器の形式承認、検定•検 

査及び基準器検査、②電気の標準 

器及び計測器の校正試験、③電気 

計測に関する調査研究等を業務 

としており、あらゆる電気計器は 

ここの検定を受けて承認されな 

いと使用できない。各戸に取り付 

けられている電気メーターも、定 

期的に検定所での検定を受けて 

いる。

日本電気計器検定所労働組合 

は、6月24〜26日に安全衛生対策 

会議を開催し、東京東部労災職業 

病センターと全国安全センター 

事務局が協力して中1日を使った 

参加型トレーニングを実施した。 

参加者は組合執行部のメンパー 

と全国16支部の「いのくら」担当 

者か安全衛生委員会の組合代表 

者。支部からの参加者はほとんど 

が20歳台の若いメンバーだ 

った〇

組合から会議の持ち方に関す 

る相談を受けてから、参加型トレ 

ーニングの趣旨と方法を説明、何 

度も現場を見学させてもらい、作 

業の状況をスライド、ビデオに撮 

影してもらったうえで、とりあげ 

るテーマや運営について現場に 

密着した事前の打ち合せを重ね 

た。出てきたテーマは「作業を人 

間に合わせる人間工学Jと「労働 

環境から考える服装J、さらに、 

両テーマを議論する中で出され 

た改善策を実現するための「模擬 

安全衛生委員会」を設定した。し 

たがって、模擬安全衛生委員会で 

何をとりあげるかは当日になら 

ないとわからない。関心がありそ 

うなテーマを選んだものの若い 

参加者で意見が出るだろうか、な 

どと不安そうな執行部に、「絶対 

心配なし」と保証して臨んだ。

当日は、進行役を全国安全セン
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ターの古谷事務局長が務め、午前 

中は、オリエンテーシヨンの後、 

①「作業を人間に合わせる人間エ 

学」。東京東部労災職業病センタ 

一の飯田事務局長が50分くらい 

レクチャーした後、電気メーター 

の検定作業のビデオを見て、とく 

に作業姿勢に問題がある克や改 

善策を5つの小グルーブに分かれ 

て討論。全国から集まっているの 

で、各地での工夫や経験を積極的 

に出してもらうようにした。

午後は、まず②「労働環境から 

考える服装」。大阪の環境監視研 

究所の中地重晴氏が、統一的な作 

業服は必要か、作業着の必要条件 

•十分条件(安全衛生保護•機能 

性•快適性•デザイン性等)、労 

働頊境の検討、更衣室や休憩室の 

改善等についてレクチャー。この 

テーマでは実際に使用している 

男女用作業服を会場に持ち込ん 

で、作業服の改善について小グル 

ーブ討論を行った。

作業姿勢、作業服とも様々な議 

論が出されたが、③「模擬安全衛 

生委員会」では、作業服(デザイ 

ン、支給期間等)の改善をとりあ 

げ、5つの小グルーブ各々が、安 

全衛生委員会で要求を実現して 

いくための議論を行い、抽選で1 
グルーブが代表して執行部3役ら 

が扮する使用者側委員と「模擬安 

全衛生委員会」を実施、その後再 

び5つの小グルーブに分かれ総括 

を行ってもらった。ここでは、海 

千山千(？)の使用者側に1日の畏 

があり、若い労働者側がたじたじ 

となる場面も。総括討議では「本 

部の日頃の苦労がよくわかったj 
という声もでた。

執行部に対しては、参加者への 

アンケート、出された提案をぜひ 

取り上げてもらいたい、各支部で 

も活かしてほしいと要望。アンケ 

ートでは、「全体的に楽しいムー 

ドだった」「グルーブ討議形式は 

個人の意見が出やすいのでよい」 

「各地の試験所の細かいところが 

閔けてよかったj「組合も意識改 

革を行い『さきがけ』ていると思 

った」等の感想が寄せられた。朝 

9時から午後5時までまる1日を用 

いたモデルコースとして、今回の 

トレーニングは安全センタース 

タッフにとっても貴 

重な経験となった。

環境絵本を翻訳出版へ
熊本•英会話学ぶ主婦グループ

「イギリスの作家Fred Peaceのわ 

かりやすく説得力のある文章、そ 

してIan Wintonの問題点を的確

にとらえ、表現力あふれる数多く 

の絵によって構成された本“ザ• 

ビッグ.グリーン,’の日本語版が 
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誕生します。

“ザ•ビッグ•グリーン•ブッ 

ク”は、1991年にイギリスで発行 

されて以来、すでに10か国語に翻 

訳され、世界中の数多くの子供た 

ちに、

氺今、私たちの地球に何が起こっ 

ているのか？

木それが私たちの日々の生活に 

どのように関係しているのか 

*今、私たちに何ができるのか？ 

ということを訴えかけてきまし 

た〇

利便性のみを追及してきた私 

たち大人の生活のあり方、社会の 

あり方を反省し、このかけがえの 

ない地球を、いかにして次の世代 

に手渡していくのかを考えると 

き、子供たちみんなに手にしてほ 

しい、そしてじっくりと読んでほ 

しいもの、それがこの本‘‘ザ•ビ 

ッグ•グリーン•ブック’’です。J 
内容は、①生き物にびったりの 

星、②けわしい道のり、③絶妙の 

パランス、④人類の足跡、⑤水… 

生命の泉、⑥ゴミ箱の中の世界、 

_帯雨林の破壊、⑧温室効果、 

⑨地球温暖化、⑩大気汚染、⑪さ 

あ、何かをするとき一。

翻訳、出版を計画しているの 

は、熊本市の英会話学校で知り合 

った主婦10人と熊本大学医学部 

衛生学教室講師の宮北隆志さん 

(熊本労働安全衛生センターの中 

心メンバーでもある)でつくった 

「ガイアJLI」というグルーブ。 

「ガイア」は、ギリシア神話の大 

地の女神の名前。宮北さんが、昨 

年夏にスウェーデンでこの絵本 

を見つけたことがきっかけで、メ 

ンパーが各3〜4頁の翻訳を分担、 

東京の出版社「ほんの木」から10 
月下旬に発行する準備が進 

兵庫県西宮市にある甲山福祉 

センター砂子療育園で、腰痛によ 

る労災療養中の保母2人の段階

められている。

初版は4.000部発行する予定 

で、うち2,000部は宮北さんらが 

引き受ける出版。熊本県内では賛 

同募金を募り、県下の小中高校や 

各市町村の児童文庫に寄贈する 

計画。定価2.200円を予定してい 

るが、出版部数が増えればもう少 

し低くすることができるかもし 

れないということで、購入予約- 

賛同募金を呼びかけている。全国 

安全センターでもとりあつかい 

ますので、ぜひ御連絡

下さい。

ガイアJしI (代表：宮北隆志) 

連絡先：熊本大字医学部衛生字 

教室 TEL(096)344-2111内線6333

的職場復帰について、診断番が出 

ているにもかかわらず園側が復 

帰を認めないため、同園の労働者 

が加入している全国一般兵庫県 

社会福祉労組では園側に要求書 

を提出し、職場復帰のための交涉 

を進めている。同園の2人の保母 

は、昨年末頃から休業し治療に専 

念していた。その甲斐あって最近 

になり少しづつ症状の改善が見 

られ、6月初めに前後して「半日 

勤務可能」との診断書が出た。

しかし、園側はその診断書を認 

めず、「引き続き休業し治療に専

診断書あるのに復帰は困る？
兵庫參腰痛被災者の段階的職場復帰
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念するよう」指示を出した。その 

理由について園は、団体交渉の席 

上「就労内容にまで立ち入った診 

断は、事業主の裁量権を侵害す 

る。現職への復帰が可能か否かは 

所属長が決める。」とし、勝手な 

理屈を並べ、被災労働者のスムー 

ズな仕事への復帰を妨げている。 

甲山福祉センターの事業所で 

は、これまでに腰痛症や頸肩腕障 

害の被災者を数多く出しており、 

労災の給付を受けた人数だけで 

も優に100人は越えている。にも 

かかわらず、仕事のせいで療養を 

余儀なくされた労働者が、いざ復 

帰しようとすると「完全に良くな 

るまで出てくるな」という対応で

跳ね返すのは、イヤガラセと言っ 

てもよいだろう。

労働省は、こうした長期療養者 

の職場復帰については、昭和48年 

に通達を発しており、事業主を指 

導することとしているが、今年3 
月に新たな通達「被災労働者の社 

会復帰対策の推進について」(「安 

全センター情報」93年7月号参照) 

が出されており、労基署が事業主 

を指導する具体的内容が定めら 

れている。同労組でも行政による 

指導を求めるため、所轄の西宮労 

基署に申告している。今後の展開

(「関西労災職業病」93年7月号)

外国人労働者問題にも学生の関心
南大阪•尼崎•今年も学生フィールド合宿

は、学生が大学の中にいてはめっ 

たにふれることのないものだと 

いう点で、この合宿の意義はやは 

り失われていないだろうと思う。 

今年は例年になく初めて参加す 

る学生の姿も目立ったが、参加す 

る学生の「世代」の移り変わりに 

よって、労働者の活動に対する受 

け止め方も変わってきているに 

違いない。そのような部分との交 

流で、受け入れる側もまた自分た 

ちの運動を見つめ直す契機にも 

なるのではないだろうか。

昨年の関西労働者安全センタ 

一での外国人労働者の労災の話 

に続き今年の日程にも、外国人労 

働者やその家族の問題に精力的 

に取り組む丹羽弁護士の講演が 

盛り込まれ、学生の間でも外国人 

労働者問題への関心の髙さがう 

かがわれた。フイールド合宿に学

今年も多くの労働組合等の協 

力の元に、南大阪•尼崎労働フィ 

ールド合宿を無事終えることが 

できた。例年、医学生を中心とす 

る学生の実行委員会が企画、職場 

を実際に訪ね、体験労働や交流を 

行うもので、学生の夏休み時期を 

利用しての恒例の活動となって 

いる。この合宿では、①労災•職 

業病を発生する現場で学ぶ、②働 

く人.職場を知る、③職業病医療 

や地域医療で医療を受ける立場 

の人の取り組みを知ること、など 

を目的としている。

生が求める領域もより広くなっ

ているという印象を受けている。

「参加 

した学生 

から返さ 

れる何 

か」を受 

け入れ側 

でも楽し 

みにしつ 

つ、学生

との数少

合宿の基本的な内容や目的は 

従来から変わらない取り組みで 

はあるが、何よりも、フィールド 

合宿でふれる現場のリアリティ 

ない共同の取り組みでもあるこ

の企画を大切に続けて

いきたい。

(関西労働者安全1Zンター)
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全国労働安全衛生センター連絡会議
108東京都港区三田3 —1一3 M‘Kビル3階
TEL (03)5232-0182/FAX (03)5232-0183

北海道參社団法人北海道労働災害•職業病研究対策センター

屯

004札幌布觀平区北野1条1丁 0 6-30医椒生協内 

京參東京東部労災職業病センター

136江東区亀戸1-33-7
京參三多摩労災職業病センター

185凶分寺市釧.2-6-7丸山会館2-5 
京♦三多摩労災職業病研究会

185国分寺市本町3-13-15 :多嘹医療'I:協公館内

TEL ((111)883-0330 l-AX (011)883-7261 

TEL (03) 3G83-9765 F.AX (03) 3683-9766 

TEL (0123) 24-10214 \X (0123) 24 I ()2-1 

TEL(0123)24-1922/FAX (0423)25-2663
呻奈川參社団法人神奈j 11労災職業病センター

230横浜市鶴昆区豊岡町20-9サンコーホ:,1!岡505 
新潟♦財団法人新潟県安全衛生センター

951新潟県古町通4番町643古町ツインタワーハイツ2F 
静叫•清水地区労働安全センター

424消-水市小芝町2-8清水地区労気付 

京都參労災福祉センター

601京都市南区西九条島町3 
京都參京都労働安全衛生連絡会議

goI京都市南区西九条來岛mrso-9山本ビル3階 

人阪參関西労働者安全センター

540大阪市中央区森ノ宮中央1-10-16, 601 
氏庫♦尼崎労働者安全衛生センター

660尼崎市挺洲本通1-16-7阪神医療生協気付 

氏郎•関西労災職業病研究会

660尼崎市畏洲本通1一16-7医療生協挺洲支部 

Iム島•広島県労働安全衛生センター

732広島市術区稲荷1815-4前田ビル 

烏取♦鳥取県労働安全衛生センター

680鳥取布南町505自治労会館内 

愛媛•愛媛労働災害職業病対策会議

792新居浜市新田町1-9-9 
知♦財団法人高知県労働安全衛生センター

780高知市廁野イヮ井田1275-1 
熊本•熊本県労働安全衛生センター

861-21熊本市秋庫町秋田3441-20秋津レ-クタウンクリニック内 

大分♦社団法人大分県勤労者安全衛生センター

870大分市寿町1一3労働福祉会館内 

宫崎♦旧松尾鉱山被害者の会

883日向市財光寺283-211長江団地1 — 14 
自治体•自治体労働安全衛生研究会

102千代田区六番町1自治労会館3階 

(オブザーバー)

TEL (045) 573-42K9/I- AX (015) 575-1018 

TEL (025) 228-2127 FAX (025) 2Z2-()<)14 

TEL. (OS 13) 6fi-(i888,T AX (0513)(i(i-()889 

TEL(075)691-9981/FAX (075)672-6467 

TEL (075) 691-6191/FAX (075) 691-(5145 

TEL (06)943-1527/FAX (06)943-1528 

TEL (0(i)4K8-3855/EAX (06) I8«-27()Z 

TE1. (0fi)488-3855/EAX (0G) 488-27()2

TEI. (082) 264-4110/EAX (082) 110

TEL (0857) 22-(5110/FAX (0857) 37-0090 

TEL (0897) 34-0209/FAX (0897) 37-1 1(57 

TEL (08H8) 45-3953/FAX (0888) I5-.3928 

TEL (09(5) 36〇-1991 /FAX (09(5) 368-(5177 

TEL (0975) 37-7!)!)l/l'AX (0975) ：<|-H(i71 

TEL (0982) 53-9l()0/FAX (0982) 53-3401 

TEL (03) 3239-9470/FAX (03) 521()-7123

榀島參福島県労働安全衛生センター

山

960福島市船場町1一5
ロ•山口県安全センター

754古敷郡小郡町明治東小郡労働会館内

TEL (0245)23-358G/FAX⑴245)23-3587

TE1.(08397) 2-3373


